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注 意 
 
A．非売品 
 
B．本図書は、「Severe Accident Management Programmes for 

Nuclear Power Plants, Safety Standard Series No. NS-G-2.15」
© International Atomic Energy Agency, (2009)の翻訳である。 

本翻訳は、独立行政法人原子力安全基盤機構により作成されたも

のである。本安全基準の正式版は、国際原子力機関又はその正規

代理人により配布された英語版である。国際原子力機関は、本翻

訳及び発行物に係る正確さ、品質、正当性又は仕上がりに関して

何らの保証もせず、責任を持つものではない。また、本図書の利

用から直接的に又は間接的に生じるいかなる損失又は損害、結果

的に発生しうること等のいかなることに対しても何らの責任を

負うものではない。 

C. 著作権に関する注意：本刊行物に含まれる情報の複製又は翻訳の

許可に関しては、オーストリア国ウィーン市A-1400 ヴァグラマ

ー通５番地（私書箱 100）を所在地とする国際原子力機関に書面

連絡を要する。 
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本邦訳版発行に当たっての注記事項 

 
１．全般 

 (1)   本邦訳は、国際原子力機関（IAEA）で策定する IAEA 安全基準の利用

者の理解促進、知見活用のため、独立行政法人原子力安全基盤機構（以

下、｢機構｣という）が IAEA との契約行為に基づき発行するものである。 

(2)  翻訳文については、(1)項に示すとおり利用者の理解促進、IAEA 安全基

準の知見活用を目的としていることから、文法的な厳密さを追求すること

で難解な訳文となるものは、わかり易さを優先して、本来の意味を誤解す

ることのない範囲での意訳を行っている箇所もある。 

 (3)  本邦訳版は、機構のウェブサイトで公開されるほか、印刷物としても刊

行されるが、刊行後、誤記等の修正があった場合には、正誤表と合わせ

てウェブサイトにて改訂版を公開するものとする。 
 
２．責任 

(1)   本邦訳版は機構により作成されたものであるが、IAEA 又はその正規代

理人により配布された英語版を正式版とするものである。IAEA 安全基準

の原文の内容については、機構は一切の責任を負うものではない。 

(2)   機構は本図書の翻訳の完全性、正確性を期するものではあるが、これ

を保証するものではなく、また本図書の利用から直接又は間接的に生じ

る、いかなる損失又は損害、結果的に発生しうること等のいかなること

に対しても何らの責任を負うものではない。 
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翻訳版について 

 
(１) 翻訳の実施 

本書の翻訳は、独立行政法人原子力安全基盤機構に設置されたＩＡＥＡ安全

基準邦訳ワーキンググループで審議して作成したものである。 
 
(２) 翻訳用語について 

a) ”Consequence”は、前後関係により「影響」、「結果」あるいは「影響や結果」

とケースバイケースで訳すこととした。 
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序文 
 

モハメド・エルバラダイ事務局長 

 

IAEA憲章は、IAEAが、健康を守り、生命と財産に対する危険を最小化するため安全基

準を策定する権限を定めている。この安全基準については、IAEAは自身の活動の中で使用

することが定められており、各国は原子力と放射線安全に対する規制規定に取り入れるこ

とにより適用することができる。定期的な検討に基づく安全基準の包括的な体系が、それ

らの適用におけるIAEAの支援と相まって、世界的安全体制の中で重要な要素になってきて

いる。 

 1990 年代中頃に、IAEA 安全基準プログラムの大規模な見直しが、基準を担当する委員

会構成の改正及び基準全体の改訂への系統的取り組みとともに開始された。この結果作成

された新しい基準は、高い品質のもので、加盟国の最善事例を反映している。安全基準委

員会の支援を受けて、IAEA はその安全基準の世界的な受け入れと使用を促進するために活

動している。 

しかし、安全基準に関する業務は、それらが適切に実際に適用されているときにのみ有

効なものである。IAEA の安全に関する業務は、(設計、建設等の）工学上の安全、運転上

の安全並びに放射線、輸送及び廃棄物の安全から、規制に係る問題や安全文化にいたる範

囲のものがあり、加盟国が基準を適用することを支援し、それらの有効性を調査している。

これらの安全に関する業務により、価値のある知見を共有することができる。そして、私

は、加盟国すべてに IAEA のこれらの業務を活用するように強く要請し続ける。 

原子力と放射線の安全を規制することはそれぞれの国の責任であり、また、多くの加盟

国が、IAEA 安全基準をその国の規制で使用のため採用することを決定した。さまざまな国

際安全条約の締約国に対して、IAEA 基準は、条約による義務の効果的な遂行を確実にする

ために、整合性があり、信頼できる手段を提供している。基準は、また、発電、医療、産

業、農業、研究及び教育における原子力と放射線の安全を増強するために、世界中の設計

者、製造者及び事業者によって適用されている。 

IAEA は、あらゆる分野の使用者及び規制者のために、真剣に持続的な挑戦をしている。

その挑戦は、世界中の核物質及び放射線源の使用において安全レベルが高いことを確実に

するものである。人類の利益のためにそれらの継続的な使用は、安全に管理されなければ

ならないし、また、IAEA 安全基準は、その目標の達成を推し進めることを意図して作成さ

れている。 



 

IAEA 安全基準 

 

背景 

放射線の放出は自然現象であり、また、自然に存在する放射線源は環境の持つ特性と言

える。放射線1及び放射性物質は、発電から医療、産業及び農業まで広い分野において広く

有益に活用されている。作業者と公衆及び環境がこれらの活用から受けると思われる放射

線リスクは評価され、必要に応じて管理されなければならない。 

したがって、放射線の医療利用、原子力施設の運転、放射性物質の製造、輸送と使用、

及び放射性廃棄物の管理のような活動は、安全基準に従わなければならない。 

安全の規制はそれぞれの国の責任である。しかし、放射線リスクが国境を越えることも

あることから、国際協力、すなわち、危険の管理、事故の防止、緊急時への対応及びその

すべての有害な影響の緩和のため、経験に関する情報の交換と能力の向上が、広く安全確

保の推進、強化に役立っている。 

各国は、真摯な実行と注意義務の責務を有し、自国及び国際間の約束及び責務を履行す

ることが期待される。 

国際安全基準は、環境保護に関するもののような国際法の一般原則に基づいて各国がそ

の責務を果たすことを支援する。国際安全基準は、また、安全に係る信頼を高め、保証し、

国際通商と貿易を促進する。 

世界規模の原子力安全体制が設けられ、継続的に改善されている。IAEA安全基準は、拘

束力のある国際文書及び国の安全基盤の実現を支援するものであり、この世界体制の基礎

である。IAEA安全基準は、これらの国際条約の下で、締約国がその実績を評価する有用な

手段を定めている。 

 

IAEA安全基準 

IAEA安全基準の位置付けはIAEA憲章に由来しており、憲章はIAEAに、国連の適格な機関

及び関係のある専門機関と協議し、必要な場合は協力して、健康を守り生命と財産に対す

る危険を最小化するための安全に対する基準を制定し、あるいは採用すること及びそれら

の適用のために提供する権限を与えている。 
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電離放射線の悪影響から人と環境を確実に守るため、IAEA安全基準は基本的な安全原則や

安全要件及び手段を確立し、それらは、人の放射線被ばく及び環境への放射性物質の放出

を管理し、原子炉の炉心、核連鎖反応、放射性線源またはその他の放射線源に関する制御

の喪失に至ると思われる事象の可能性を制限し、万一それらが生じた場合その結果を緩和

することを目的としている。また、この基準は、原子炉等施設及び放射線と放射線源の使

用、放射性物質の輸送及び放射性廃棄物の管理を含む、放射線リスクをもたらす施設と活

動に適用する。 

安全対策とセキュリティ対策は1、共に、人の生命と健康及び環境の防護を目標にしてい

る。安全対策及びセキュリティ対策は、セキュリティ対策が安全を損なわないように、ま

た、安全対策がセキュリティを損なわないように統合的な方法で計画され、実施されねば

ならない。 

IAEA安全基準は、電離放射線の悪影響から人と環境を防護するための高水準の安全を定め

る事項についての国際的な合意を反映する。それらはIAEA安全基準シリーズの中で発行さ

れ、3種類に分類される。（図１を参照） 

 

安全原則  

安全原則は、基本的な安全の目的と、防護と安全の原則を示し、安全要件のための基礎を

提示する。 

 

安全要件  

統合され一貫性のある安全要件シリーズは、現在と将来において人と環境の防護を確保す

るために満たされなければならない要件を制定する。要件は、安全原則の目的及び原則の

下に定められている。これらの要件が満たされない場合には、安全の必要な水準を達成す

る、あるいは回復するための手段が講じられなければならない。要件の書式とスタイルは、

調和の取れた方法で国の規制の枠組みを確立するため、使いやすくしている。安全要件は、 

                                                  
1 原子力セキュリティシリーズも参照のこと 

 vii



 

 

 

 

 

 
個別安全要件

 １． 原子炉等施設の立地評価 

２． 原子力発電所の安全 

2.1 設計及び建設 

2.2 試運転及び運転 

３． 研究炉の安全 

４． 核燃料サイクル施設の安全 

５． 放射性廃棄物処分施設の安全 

６． 放射性物質の安全輸送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 安全指針群 

安全原則 
基本安全原則 

全般的安全要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Part 7. 緊急時の準備と対応 

Part 6. 廃止措置と活動の終了 

Part 5. 放射性廃棄物の処分前管理 

Part 4. 施設と活動に対する安全評価 

Part 3. 放射線防護と放射線源の安全 

Part 2. 安全に対するリーダシップとマネジメント 

Part 1. 政府、法律及び規制の安全に対する枠組み 

図１ IAEA 安全基準シリーズの長期的構成 

 

満たされるべき関連する条件とともに「shall 文（ねばならない）」を使用する。多くの要

件は、ある一つの特定の当事者に対して向けられたものではなく、適切な当事者がそれら

要件に適合することの責任を負うものである。 

 

安全指針  

安全指針は、安全要件を遵守する方法についての推奨や手引きを提示しており、また、

推奨された手段（又は等価な代替的手段）を取ることが必要であるという国際的合意を示

している。安全指針は国際的な良好事例を提示しており、また、さらに高水準の安全を達

成するために努力する利用者を助けるための最良事例を反映する。安全指針の中で提示さ

れる推奨事項は「should文（すべきである）」として表現される。  

 

IAEA 安全基準の適用  

IAEA 加盟国における安全基準の主要な使用者は規制機関及び他の関連した国の機関であ

る。IAEA 安全基準は、また、共同作業組織及び、原子力施設を設計、建設、運転する多く
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の組織、また、放射線及び放射線源を使用する組織で使用されている。IAEA 安全基準は、

平和目的のために使用されるすべての施設及び活動 －既存及び新規－ の全存続期間を

通して適切に適用でき、また、既存の放射線リスクを減らすための防護活動に利用される。

基準は、施設と活動に関して各国の規制における参考として、加盟国で使用されることが

できる。 

IAEA 憲章は、安全基準を IAEA 自身の活動に関して IAEA を拘束するものとし、また IAEA

によって支援される活動に係る加盟国をも拘束するものとしている。 

IAEA安全基準は、さらにすべてのIAEAの安全レビューサービスの基礎を形成すると共に、

教育カリキュラム及び訓練コースの開発を含めた能力構築の支援のために IAEA によって使

用される。 

国際条約は、IAEA 安全基準と同様な要件を含んでおり、その要件により締約当事者を拘

束するものとしている。IAEA 安全基準は、国際条約、業界基準及び詳細な国の要件で補わ

れて人と環境を防護する一貫した根拠を定める。国レベルで評価される必要のある複数の

安全の特別な側面もまたある。例えば、IAEA 安全基準の多く、特に計画又は設計における

安全面を扱うものは、主として新しい施設と活動への適用を意図している。IAEA 安全基準

の中で確立された要件は、初期の基準で建造された幾つかの既存の施設では完全には満た

されないことがある。IAEA 安全基準がそのような施設に適用される方法は個々の加盟国で

の決定事項である。 

IAEA 安全基準の基礎をなす科学的考察は、安全に関する決定のための客観的な基礎を提

供するが、意思決定者は、更に、その適用に応じた詳しい情報に基づいた判断を行わなけ

ればならず、措置あるいは活動の有益さと、それに付随する放射線リスク及びその措置に

より発生するその他の有害な影響に対してどのように最善に均衡を図るか決定しなければ

ならない。 

 

IAEA 安全基準の開発プロセス 

安全基準の策定及び審議は、IAEA 事務局及び４つの安全基準委員会、すなわち、原子力

安全(NUSSC)、放射線安全(RASSC)、放射性廃棄物安全(WASSC)及び放射性物質の安全輸送

(TRANSSC)の分野に関する安全基準委員会、さらに IAEA 安全基準策定計画を監督する安全

基準委員会(CSS)によって実施される。(図２を参照) 
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事務局と外部有識者： 
新しく起草、又は既存の安全

基準の修正 

安全基準委員会による

審議 

ＣＳＳによる承認 

加盟国 

事務局によって準備された

概要と作業計画； 
安全基準委員会及び CSS に

よる審議 

 

 

 

 

 

 

 

草案  

 草案 

 
コメント  

最終案 
 

 

 

図２ 新しい安全基準の策定、又は既存のものの改訂プロセス 

 

全ての IAEA 加盟国は安全基準委員会のために専門家を推薦することができ、基準案に対

してコメントを提出することができる。安全基準委員会の委員は事務局長によって任命さ

れ、国内基準制定に責任を有する政府高官を含んでいる。 

IAEA 安全基準を計画し、策定し、審議し、改訂し、確立するプロセスに対する管理シス

テムが確立されてきた。それは、IAEA の権限、安全基準の将来の適用のための見解、政策

及び戦略、並びに対応する機能や責任を、明確に述べるものである。 
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他の国際組織との関係  

放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)の新知見及び国際的専門家団体、特に国

際放射線防護委員会(ICRP)の勧告は、IAEA 安全基準を策定する際に考慮される。いくつか

の安全基準は、国連食糧農業機関、国連環境計画、国際労働機関、OECD 原子力機関、全米

保健機構及び世界保健機構を含む国連組織体系中の他の団体又は他の専門機関と協力して

策定されている。 

 

テキストの解釈  

安 全 関 連 用 語 は 、 IAEA 安 全 用 語 集 (http://www-ns.iaea.org/standards/safety- 

glossary.htm) の定義により解釈されることになっている。そうでない場合、用語は

Concise Oxford辞書の最新版による綴りと意味による。安全指針については英語版文書が

公式版である。 

IAEA 安全基準シリーズの各基準の背景及び前後関係並びにその目的、範囲及び構成は、

各刊行物の「第１章．はじめに」で説明される。 

本文に適切な場所がない資料(例えば補足又は別資料であり、本文中の記述を支援するた

めに含まれるもの、又は計算の手法、手順又は制限及び条件について記述するもの)は付属

書又は添付資料の中で示されることもある。 

付属書が含まれる場合、これは安全基準の不可欠な部分を形成すると考えられる。付属

書の中の資料は本文と同じ位置付けであり、IAEA はその原作者となる。本文に対する添付

資料及び脚注は、これが含まれていた場合、実際的な事例又は追加の情報もしくは説明を

提示するために使用される。添付資料と脚注は本文の不可欠な部分ではない。IAEA によっ

て発行された添付の資料は、必ずしもその原作物として発行されるものではなく、他の原

作者の下にある資料が安全基準の添付資料で示されることもある。添付資料で提示される

外来の資料は、一般的に有用であるように必要に応じて抜粋され、適応されている。 
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1. はじめに 

背景 

1.1. 原子力発電所の設計基準を超える事故について考慮することは、原子力安全を確保す

るために用いられる深層防護の取組みにおいて不可欠な要素である[1]－[3]。設計基準を超

える事故の発生確率は非常に低いが、そのような事故では、核燃料の劣化による重大な影

響をもたらす可能性がある。 

1.2. 設計基準事故とは、その事故状態に対して所定の設計判断基準に従って施設が設計さ

れ、かつその事故状態に関して燃料の損傷と放射性物質の放出を許可された制限内に抑制

される事故状態として定義される[4]。 

1.3. 設計基準を超える事故は、設計基準事故より厳しい事故状態であり、炉心劣化を生じ

る場合または生じない場合がある。設計基準事故よりも厳しい事故状態で重大な炉心劣化

を伴うものを、シビアアクシデントと呼ぶ。[4]2 

1.4. アクシデントマネジメントとは、設計基準を超える事故の進展中に、一連の措置を講

じることである[4]。すなわち、 

(a) その事象がシビアアクシデントに拡大することを防ぐこと、 

(b) シビアアクシデントの影響を緩和すること、 

(c) 長期的に安全で安定した状態を達成することである。 

アクシデントマネジメントの 2 番目の項目（シビアアクシデントの影響を緩和すること）

は、シビアアクシデントマネジメントとも呼ぶ。アクシデントマネジメントは、実効的な

深層防護をレベル 4 の段階で確実にするために必須である。[2]3 

                                                  
2；2.1 項を参照すること。 
3；深層防護のレベル 4 の目的は、重大な炉心損傷（シビアアクシデント）を引き起こす事故の

可能性とシビアアクシデントに伴う放射性物質の放出の大きさの両方を、合理的に達成可能な限

り小さくして、それによりリスクを減らすことを確実にすることである。 
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目的 

1.5. この安全指針は、シビアアクシデントマネジメントを含むアクシデントマネジメント

に関する、参考文献[5]の第 5 章、参考文献[6]の第 3 章及び第 5 章、並びに、参考文献[7]

の第 4 章に定められた要件を満たすための推奨事項を提供する。 

1.6. この安全指針は、アクシデントマネジメント計画の策定と履行に関する推奨事項を提

示する。 

1.7. この安全指針は、第一に、原子力発電所の運転組織、電力会社、およびそれらの支援

組織が使用することを意図したものである。この指針は又、規制当局が関連する国内の規

制要件の作成を促進するために使用されることもある。 

範囲 

1.8. この安全指針は、シビアアクシデントを含め、設計基準を超える事故の影響を防ぎか

つ緩和するための、アクシデントマネジメント計画を策定する上での推奨事項を含む。こ

の安全指針は、シビアアクシデントマネジメント計画に主眼を置いたものである。 

1.9. この安全指針の推奨事項は、第一に軽水炉のための使用に関して策定されたものであ

るが、既設と新設両方の広範囲の種類の原子炉に有効なものであると考えられる。 

1.10. この安全指針の推奨事項は、第一に出力運転状態におけるアクシデントマネジメント

について策定されたものであるが、停止状態を含むその他の運転モードにおいても有効な

ものであるように意図されている。 

1.11. より詳細な内容については、その他の IAEA 安全指針[8]から[10]を参照されたい。参

考文献[11]から[13]は、アクシデントマネジメント計画の構成要素を提示し、またアクシデ

ントマネジメント計画を準備し、策定し、履行し、および評価する方法の例を与えるとも

に、有用な背景資料を提供する。 

構成 

1.12. この安全指針は、2 つの主たる章から構成されている。第２章では、アクシデントマ

ネジメント計画に関する全般的な概念を提示する。重要な考慮事項は第２章で説明される 
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が、アクシデントマネジメント計画の策定と履行のプロセスについては第３章で扱われて

いる。シビアアクシデントマネジメントの指針の利用のための推奨事項は、付属書に提供

されている。事故シーケンスの分類図式の一例が、添付資料に提供されている。 

 

2. アクシデントマネジメント計画の概念 

要件 

2.1. 参考文献[5]で、原子力発電所の設計で考慮すべきシビアアクシデントとアクシデント

マネジメントに関する以下の要件が定められている。 

「設計基準事故を超え、安全系の多重故障の結果として重大な炉心の劣化に至るよう

な、発生頻度が極めて低いある種の発電所状態においては、放射性物質の放出に対す

る多数または全ての障壁の健全性が脅かされる恐れがある。これらの事象推移はシビ

アアクシデントと呼ばれる。工学的判断と確率論的手法の組み合わせを用いて、合理

的で実行可能な発生防止策及び影響緩和策が特定され事象推移を決定するために、こ

うしたシビアアクシデントの推移に対して検討が加えられなければならない。こうし

た対策の検討では、設計基準事故の設定と評価に用いるような保守的な工学的手法を

用いる必要はなく、むしろ、現実的または最適評価の仮定、手法及び解析上の基準に

基づくべきである。シビアアクシデントに対する設計対応では、運転経験、関連する

安全解析及び安全研究の成果に基づき、以下の事項について考慮しなければならない。 

(1) 確率論的手法、決定論的手法及び適切な工学的判断を組み合わせて、シビアアク

シデントに至る重要な事象推移を特定しなければならない。 

(2) 設計においてどのシビアアクシデントを考慮すべきかを決めるための判断基準に

照らして、これらの事象推移を評価しなければならない。 
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(3) 選定された事象の発生頻度を減らすか、または、起きた場合の影響を緩和できる

可能性のある設計変更や手順の変更について評価し、合理的に実行可能であれば

実施しなければならない。 

(4) 発電所を制御された状態に戻すか、あるいはシビアアクシデントの影響を緩和す

るために、ある系統（安全系及び非安全系）を当初意図した機能や想定した運転

状態を超えて利用することや、仮設設備を追加的に利用することを含め、発電所

全体の設計上の能力について検討しなければならない。ただし、これらの系統は、

予想される環境下でも機能することが示されなければならない。 

(5) 同一敷地内に複数の原子炉がある場合には、隣接する原子炉から、その安全を犠

牲にしないという条件で、利用可能な手段及び／又は支援の活用について検討し

なければならない。 

(6) 代表的かつ支配的なシビアアクシデントのシナリオを考慮し、アクシデントマネ

ジメント手順を策定しなければならない。」（参考文献[5]（5.31）項）。 

2.2. 参考文献[6]は、原子力発電所の運転時のシビアアクシデントマネジメントとアクシデ

ントマネジメントに関する以下の要件を定めている。 

「発電所職員は、設計基準を超える事故の処置に関する指導を受けなければならない。

運転員の訓練では、運転員が設計基準を超える事故の兆候やアクシデントマネジメン

ト手順に精通することを確実なものとしなければならない。」（参考文献[6]の 3.12項）。 

「緊急時の操作要領又は（設計基準事故を超える）シビアアクシデントマネジメント

の手引きが策定されなければならない。」（参考文献[6]の 5.12 項） 

2.3. 深層防護の評価に関する参考文献[7]の要件 13 は、以下のように述べている。 

「深層防護の評価では、深層防護のそれぞれのレベルにおいて十分な対策が取られ

ているかどうかが決定されなければならない。これは、施設に責任を有する法人が

以下のことができることを確実なものとするために行われる。 

(a) 通常運転からの逸脱を扱うこと。あるいは、処分場の場合は、長期間の間に予

想される進展からの逸脱を扱うこと。 

(b) 通常運転及び長期間に予想される進展からの安全に関わる逸脱が万一発生し

た場合に、逸脱を検知し終息させること。 
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(c) 設計で定められた限度内に事故を管理すること。 

(d) 設計限度を超える事故の影響を緩和するための対策を特定すること。 

(e) 潜在的な放射性物質の放出に付随する放射線リスクを緩和すること。」（参考文

献[7]の 4.45 項）。 

アクシデントマネジメントの概念 

2.4. すべての原子炉について、その原子炉の算出された炉心損傷頻度や核分裂生成物の放

出頻度の合計値に拘らず、アクシデントマネジメント計画を策定するべきである。 

2.5. アクシデントマネジメントの手引きを策定するために、構造的なトップダウン手法が

使用されるべきである。この手法では、先ず目的と方針から始まり、要領と指針に導くべ

きであり、また防止と緩和の両方の領域を対象にするべきである。図 1 に、アクシデント

マネジメントに関するトップダウン手法を図示する。 

2.6. 最上位において、アクシデントマネジメントの目的は以下のように定義される。 

- 重大な炉心損傷を防ぐこと。 

- 炉心損傷が一旦始まったならば、炉心損傷の進行を終止させること。 

- できるだけ長く格納容器の健全性を維持すること。 

- 放射性物質の放出を最小にすること。 

- 長期の安定状態を達成すること。 

これらの目的を達成するために、多くの方針が策定されるべきである。 

2.7. それらの方針から、アクシデントマネジメントに適し、かつ有効な方策が引き出され

るべきである。そのような方策には、設計基準を超える事故とシビアアクシデントを管理

する上で重要であると考えられる発電所の改造、および運転員措置を含む。これらの方策

には、故障した設備の修理を含む。 

2.8.アクシデントマネジメントの方策を実行の任にある職員向けに、要領と指針の形で、適

切な手引きが策定されるべきである。 
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防止/緩和

目的 

方針 

方策 

要領/指針 

図１ アクシデントマネジメントのトップダウン手法 

2.9. アクシデントマネジメントの手引きを策定する際には、安全系と非安全系の両方を利

用し、およびその当初意図した機能と予期される運転条件を超えた、また恐らくはその設

計根拠を超えたいくつかの系統の使用の可能性を含め、発電所のすべての設計上の能力に

考慮が払われるべきである。 

2.10. 防止の領域から緩和の領域へ責任と権限の移行を行う時点は指定されるべきであり

また適切に定義されまた文書化された判断基準に基づくべきである。 

2.11. 発電所の配置構成の変更に対して、 または物理現象に関する研究から新しい成果が

利用できるようになった場合には、アクシデントマネジメントの手引きに対する関連が検

討されるべきであり、また必要であれば、そのアクシデントマネジメントの手引きの改訂

がなされるべきである。 
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主要な考え方 

2.12. シビアアクシデントには不確かな点があることを考慮して、シビアアクシデントマネ

ジメントの手引きは、実現可能なすべての物理的に特定できる脅威のメカニズムに対して

策定されるべきである。すなわち、シビアアクシデントマネジメントの手引きは、そのよ

うな脅威の発生の予想される頻度にかかわりなく策定されるべきである。 

2.13. アクシデントマネジメントの手引きは、責任を担う職員が、手引きを正しく実行する

ことができるために、事故シーケンスを特定する、または事前に解析した事故をたどるこ

とが必要とならないような方法で策定されるべきである。 

2.14. アクシデントマネジメントの手法は、直接測定できるプラントパラメータまたはこれ

らのプラントパラメータから簡単な計算で得られるパラメータに基づくべきである4。 

2.15. アクシデントマネジメントの手引きの策定は、発電所の固有の物理的応答が得られる

ように、最適評価の解析に基づくべきである。アクシデントマネジメントの手引きでは、

事故の進展に伴い生じるかもしれない現象のタイミングや大きさに関する知識に不確かさ

があることを考慮するべきである。従って、緩和措置は、その措置を行なって意図した防

護を達成する十分な確信が得られる様々なパラメータのレベルと時間において着手される

べきである。例えば、格納容器のベントは、この核分裂生成物の障壁の構造健全性を防護

するために必要であれば、格納容器の構造健全性が喪失しないことに確信が持てる時間と

格納容器の圧力レベルで着手されるべきである。 

2.16. シビアアクシデントは、プラントが停止状態にあるときでも起こる可能性がある。シ

ビアアクシデントマネジメントの手引きでは、格納容器の機器搬入口の開放などの、停止

時発電所の設備構成や大規模な補修により引き起こされるすべての具体的な脅威に考慮が 

                                                  
4；これは、多くの場合「兆候に基づいた手法」と呼ばれる。この簡単な計算は、多くの場合「計

算支援」と呼ばれる。 
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払われるべきである。原子炉圧力容器内の使用済み燃料及び使用済燃料プール内または保

管中5の使用済み燃料の両方の破損の可能性についても、アクシデントマネジメントの手引

きで検討されるべきである。大規模な補修は計画停止中に頻繁に実施されるため、アクシ

デントマネジメントの手引きの第一の対象は作業者の安全とすべきである6。 

2.17. シビアアクシデントマネジメントでは、発電所のすべての運転モード、並びに、発電

所の広範囲を損傷する可能性がある火災、洪水、地震、および極めて異常な気象状態（例

えば、強風、極端な高温や低温、および渇水）のような適切に選択した外部事象も対象に

するべきである。シビアアクシデントマネジメントの手引きでは、電源喪失、制御室や電

源開閉装置室の喪失および系統や機器への接近が難しくなる場合のような、外部事象によ

り提起される具体的な脅威が検討されるべきである7。 

2.18. 外部事象は又、シビアアクシデントマネジメント用の資源の利用可能性に影響を与え

る場合もある（例えば、厳しい渇水により、平常時の水資源のバックアップとなる河川や

湖などの自然の冷却水源の利用が限られる場合があり、また地震でダムが損壊する場合が

ある）。このようなあり得る影響は、アクシデントマネジメントの手引きを策定する際に検

討されるべきである。 

設備の高性能化 

2.19. シビアアクシデントの防止や緩和のために重要な設計上の特性が評価されるべきで

ある。それによって、有意義なシビアアクシデントマネジメントの計画、すなわち相当な

程度または容認できるレベルまでリスクを低減するシビアアクシデントマネジメントの計

画を策定するために必要または有益である8と考えられる場合には、既設の設備及び／又は

計装が高度化させられるか、新たな設備及び／又は計装が追加されるべきである。設備を

追加するか高性能化するかの決定は、費用対便益の考慮に依存することになる。 

                                                  
5；これは、正式にはシビアアクシデントマネジメントの一部ではないが、その他の潜在的な大

きな放射線源について検討することも賢明である。 
6；「作業停止」は、そのようなアクシデントマネジメントの手引き内で最初の命令事項のうちの

1つでありえる。 
7；そのような接近が制限されることは、火災、洪水、または、例えば、耐震性認定されていな

い構築物の倒壊により生じる広い範囲にわたる被害によって生じる可能性がある。 
8；設備は、必ずしも厳密な意味で必要と考えられないかもしれないが、非常に有用になり得る

ものである。例えば、受動的な自己触媒式再結合器は、水素燃焼に関わる不確かさを排除する。 
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2.20. 設備や計装を追加するか向上させるかの決定がなされる場合、そのような設備や計装

の設計仕様では、既設の系統からの適切な独立性を確保し、並びに事故及び／又は シビア

アクシデント状態でその設備や計装を使用する上でのなるべくなら適切な余裕を確保する

べきである。そのような余裕は、新しい設備や計装が予期される条件の下で適切に機能す

ることの確信を与え、また可能な場合には、それを実証できるようなものであるべきであ

る。実現可能であれば、これらの条件が検討中の設備の設計条件に選択されるべきである。

そのような場合には、その設備の安全機能とシビアアクシデントの推移の理解の程度に相

応した、設備の適切な容認基準が選定されるべきである。 

2.21. 既設の設備や計装を高性能化させる場合、またはそうせずにその設計根拠の通常範囲

の外で使用する場合は、そのような設備の使用に関するシビアアクシデントマネジメント

の手引きがそれにより最新化されるべきである。望ましくは、専用の運転要領書が、シビ

アアクシデント領域において使用する設備や計装について策定されるべきである。 

2.22. 新しい設備の設置、または既設の設備の向上は、たとえその設備の機能不全の確率が

低くても、設備の機能不全の場合の手引きを策定する必要がないとすべきではない。 

アクシデントマネジメントの手引きの様式 

防止の領域 

2.23. 防止の領域では、発電所の状況が利用可能な計装から知ることができ、また措置の影

響や結果が適切な解析によってあらかじめ定められるので、その手引きは記述的な段階か

ら成るべきである。したがって、防止の領域の手引きは、緊急時運転要領（EOP）と通常

呼ばれる要領書の形式をとり、本質的に規範的なものとなる。EOP は設計基準事故と設計

基準を超える事故の両方を対象とするが、炉心損傷が発生する前に行われる措置に一般的

には限られる。EOP に関するさらに詳細な事項は、参考文献[10,11]にある。 
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緩和の領域 

2.24. 緩和の領域では、発電所の状況と措置の結果の両方に不確かさがある可能性がある。

従って、緩和の領域の手引きは、本質的に規範的なものであるべきでなく、むしろ一群の

可能性のある緩和措置を提案するべきであり、また追加の評価と代替措置ができるように

するべきである。そのような手引きは、シビアアクシデントマネジメントの指針（SAMG）

と通常呼ばれる。 

2.25. この手引きは、利用可能で関連する定量的なデータを含め、提案された措置によりあ

り得る良い影響と悪い影響の両方の説明を含めるべきであり、また、発電所の職員が、事

故の進展中に講じるべき措置について適切な決定ができるように、十分な情報を含めるべ

きである。 

2.26. 緩和の領域に関する手引きは、指針、マニュアルまたはハンドブックの形式で提示さ

れるべきである。ここでの「指針」という用語は、一連のかなり詳細な指示書を示すため

に用いられる。これらは、発電所で実行すべき作業を示すものであるが、EOP の要領書す

なわち防止の領域で使用するものほど厳密および規範的でない。マニュアルまたはハンド

ブックは、実行されるべき作業とその背景となる理由を、より全体的に説明するものを含

むことになる。 

2.27. この手引きは、ストレスの大きな環境の下で協議しかつ決定を下す際に責任のある職

員のメンバーに役立つように、十分に詳細なものにするべきであり、また、関連情報が削

除されたり、または見過ごされたりすることができるだけないようなものであるべきであ

る。 

2.28. この手引きは、それが意図された形の措置でない限り、責任ある職員が、言葉どおり

に従うことになりがちな様式でかつ詳細に策定されるべきではない。 

2.29. 手引きの全体的な様式と選定された詳細さの程度は、演習と訓練で試されるべきであ

る。そのような演習の結果に基づいて、その様式が適切であるか、また、手引により詳し

いことが含められるか又はより簡単なものが含められるべきが判断されるべきである。 

防止と緩和の両方の領域 

2.30. 防止と緩和の両方の領域の手引きは、適切な背景文書により裏付けられるべきである。

この文書は、手引きの様々な部分の論理的根拠を記述し、説明するべきであり、また、必
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要と考えられるならば、手引きの個々の段階の説明を含むべきである。この背景文書は、

手引き自体に代わるものではない。 

役割と責任 

2.31. アクシデントマネジメントの手引きは、原子力発電所の全体的な緊急時取り決めの不

可欠な部分であるべきである[14]。シビアアクシデントマネジメントの手引きを履行するこ

とは、発電所または電力会社の緊急時対応組織の責任である。アクシデントマネジメント

に関与する緊急時対応組織の様々なメンバーの役割と責任は明確に定められるべきであり、

また、彼らの間での協調が確実に行われるべきである。 

2.32. 緊急時対応組織のメンバーが同じ場所に配置されていない場合は、様々な場所の間で

信頼性の高い連絡通信網が用いられるべきである。極端な気象条件、地震事象、または社

会に対する破壊的な事象9などの外部事象の影響は、シビアアクシデントマネジメントに関

する意思決定の権限を有する者を敷地外に配置する場合、考慮されるべきである。敷地外

との連絡がとれず、所内に配置した緊急時対応組織の部分だけが機能する状態になった場

合、取られるべき方策のための手引きが利用されるようにしておくべきである。 

2.33. 責任の割り当ては、提供される手引きの内容の種類と両立し10、また、緊急時対応組

織が作成した文書に記載されているその他の機能と整合するものであるべきである。 

2.34. 緊急時対応組織のメンバーに割り当てられた役割は、防止の領域と緩和の領域におい

て異なる場合があり、その場合は責任と権限の移行が明確に定められるべきである。 

                                                  
9；社会に対して破壊的となり得る事象の一例として、ゼネストがある。 
10；例えば、意思決定を評価から分離すると定めている場合、手引きが両方の機能用にあるべき

である。 

 11



 

2.35. 専門家チームまたはそれらのチームのグループ（以下、「技術支援センター」と呼ぶ）

は、防止と緩和の両方の領域において、評価を行うことにより、また、復旧措置を意思決

定の権限を有する者に勧告することにより技術支援を提供するために、利用できるように

しておくべきである。技術支援センターは、潜在的な放射線の影響を評価する担当者へ、

適切な情報も提供するべきである。チームが多数あるときは、各チームの役割が特定され

るべきである。 

2.36. 意思決定の権限を有する者は、任務の複雑さと所内および所外の放出の可能性に相応

して、適切な階層に配置するべきである。防止の領域では、制御室の当直長や専従の安全

技師、またはその他の指定職員は、この責務11を概して実行することができるようにする

べきであり、緩和の領域では、より高い階層の者により意思決定がなされるべきである。 

                                                 

2.37. 運転部門は、決められたアクシデントマネジメントの措置の実施の責任を持つように

すべきである。 

2.38. 適切なレベルの訓練が、緊急時対応組織のメンバーに実施されるべきである。この訓

練は、防止の領域と緩和の領域での責務にふさわしいものであるべきである。 

 

3. アクシデントマネジメント計画の策定 

全般的な提言（防止のための枠組み） 

3.1. 防止のアクシデントマネジメントの手引きは、起こり得る設計基準を超える事故事象

の全体像、すなわち、可能性のある起因事象に基づいて起こり得ると考えられるすべての

事象、並びに、事象の進展中に、追加的なハードウェアの故障、人的過誤及び／又は敷地

外の事象によって引き起こされ得る複雑さを、扱うべきである。 

 
11；意思決定には高い階層の権限を有する者によってなされるものがあるかもしれない。例えば、

アクシデントマネジメントにとっては有益な一定の措置が機器を破損するかもしれないような

場合である(表 1 参照)。 
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3.2. 事象の全体像を決定する上で、レベル 1 確率論的安全評価（PSA）（利用可能であれば）

あるいは他の発電所における類似の研究から、さらに当該発電所と他の発電所で得られた

運転経験から、有用な手引きが得られる。事故の進展が、PSA ではとてもありそうもない

パスで構成されるようであってもまたは PSA で全く特定されないとしても、事象の選択は、

すべての特定された状況におかれた発電所職員のための手引きの根拠を与えるように十分

に包括的であるべきである。 

全般的な提言（緩和のための枠組み） 

3.3. アクシデントマネジメントの手引きは、シビアアクシデントにより核分裂生成物の障

壁に対して起こり得る脅威の全体像、すなわち、複数のハードウェアの故障、人的過誤及

び／又は外部からの事象、並びにシビアアクシデントの進展中に生じる可能性のある物理

現象（水蒸気爆発、格納容器の直接加熱と水素燃焼など）に起因するものを含めて扱うべ

きである。この過程において、解析では頻繁には考慮されない問題、すなわち、極めて起

こりそうもない設備の故障や異常動作などの追加的なことも考慮されるべきである。 

3.4. 脅威のメカニズムの全体像を決定する上で、レベル 2 PSA（利用可能であれば）、また

は他の発電所における類似の研究およびシビアアクシデントに関する研究による知見から、

有用な手引きが得られる。しかし、事故の進展が、PSA ではほとんどありそうもないパス

で構成されるようであってもまたは PSA では全く特定されないとしても、潜在的な脅威の

メカニズムの特定は、すべての特定された状況におかれた発電所職員のための手引きの根

拠を与えるように十分に包括的であるべきである。 

3.5. 起こり得る事象を決定するのに本質的な不確かさがあることを考慮すると、PSAは、

シビアアクシデントマネジメントの手引きの策定において事故シナリオを除外するために、

先験的に使用されるべきではない12。 

3.6. アクシデントマネジメントの手引きが完成した後、重要な事故シーケンス、特に PSA

から得られたものが実際にすべて包含されているか否か、またリスクがそれに応じて低減

されているか否かが検証されるべきである。 

                                                  
12；PSAを先験的に使用したいときは、切り捨てレベルを極めて低く定めて、解析するシナリオ

の範囲と本質を過小評価しないようにするべきである。 
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3.7. アクシデントマネジメント計画をまとめ上げるため 4 つの主な段階が実行されるべき

である。 

(1) 重要な安全機能が脅かされる可能性のあるメカニズムを見出すために、発電所の脆弱

性が特定されるべきである。これらの脅威が緩和されない事象発生においては、炉心

が損傷する可能性があり、また核分裂生成物の障壁の健全性が損なわれる恐れがある。 

(2) 重要な安全機能と核分裂生成物の障壁に対する脅威の下での発電所の能力が特定され

るべきである。それには、設備及び職員の両方に対してそのような脅威を緩和する能

力も含む。 

(3) 特定された脆弱性に対処するため、ハードウェアの特徴を含め、適切なアクシデント

マネジメントの方針と方策が策定されるべきである。 

(4) この方針を実行するための手順と指針が策定されるべきである。 

3.8. アクシデントマネジメント計画を策定する上で考慮されるべき重要な要素には、さら

に次のものがある。 

(1) アクシデントマネジメントのためのハードウェア装備（設備、計装） 

(2) 発電所の状況に関する情報を取得する手段と、そこでの計装の役割 

(3) アクシデントマネジメント策を実行する任に当たるチームにおける意思決定、責任お

よび権限の指揮系統の特定 

(4) アクシデントマネジメント計画の発電所の緊急時の取り決めの中への統合 

(5) 手順と指針の検証と妥当性確認 

(6) 教育と訓練、演習と実習 

(7) アクシデントマネジメント計画を策定するための支援解析 

(8) アクシデントマネジメント計画におけるすべての作業のためのマネジメントシステム 

(9) シビアアクシデント現象に関する新たな情報と新しい知見を組込むことへの体系的取

組み 

3.9. アクシデントマネジメント計画は、発電所の建設会社または他の組織により最初は一

般的な考え方に基づいて策定され、次いで、発電所の電力会社により発電所に固有のアク

シデントマネジメント計画のために利用されることがある。そのような方法が取られる場

合は、一般的なアクシデントマネジメント計画から発電所に固有のアクシデントマネジメ

ント計画への移行を適切に取り扱うように注意されるべきである。これには、さらなる脆

弱性の調査とそれらを緩和するための方針を含む。 
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3.10. アクシデントマネジメント計画の策定の成功を確実なものとするために、十分な視野

と十分な水準の専門知識を持つ専門家からなる「中核策定チーム」が編成されるべきであ

る。 

3.11. 中核策定チームは、すべての外部の専門家（アクシデントマネジメントの手引きのた

めに外部の製造業者が選ばれている場合）とは別に、発電所のアクシデントマネジメント

計画の策定と実施に責任を負う職員から構成するべきである。これには（運転員と技術職

員を訓練するための）訓練部、運転部、保守部および技術部からの職員を含む。 

3.12. 制御室または技術支援センター、あるいは事故の経過の評価と意思決定に責任を負う

その他のすべての組織部門で作業することとなる職員は、アクシデントマネジメント計画

の策定の初期の段階から関与させるべきである。このことが将来の作業と反映のために非

常に貴重な訓練となるからである。中核策定チームの構成の例が参考文献[12]に提示されて

いる。 

3.13. アクシデントマネジメント計画の策定は複雑な作業である。それには関与する専門家

間の密接な協力関係とうまく組織化されたチームワークを要求する。したがって、発電所

の職員が自らの通常の職務に関連してアクシデントマネジメント計画の策定活動に参加で

きるようにする方法に配慮が払われるべきである。中核策定チームに参加する発電所の職

員には、他の職務に関連して十分な時間が配分されるべきである。 

発電所の脆弱性の特定 

3.14. 設計基準を超える事故が発生した場合の発電所の脆弱性が特定されるべきである。具

体的な事故が重要な安全機能をどのように脅かすかについて調査されるべきである。また、

これらの安全機能が失われてしかるべき時間内に回復されない場合には、炉心がどのよう

に損傷し、また他の核分裂生成物の障壁の健全性がどのように脅かされるかについても調

査されるべきである。 

3.15. 設計基準を超える事故およびシビアアクシデントにおける発電所の挙動に関して、一

連の包括的な知見が得られるべきである。これらの知見は、生じる可能性のある現象とそ

の予期される時期と重大さを特定するべきである。シビアアクシデントの領域では、これ

らの知見が収集され、シビアアクシデントマネジメントのために技術的根拠13の中に整理

して示されるべきである。 

                                                 

 

 
13；加盟国で広く使用されている一般的な技術的根拠の一例が参考文献[15]に提供されてある。 
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3.16. 知見は、適切な解析手法を用いて取得されるべきである。シビアアクシデントに関す

る研究成果、他の発電所における知見、および工学的判断など、その他の情報も使用され

るべきである。知見を取得する際には、シビアアクシデントモデルおよび設定された仮定

における不確かさが検討されるべきである。 

発電所の能力の特定 

3.17. 安全機能を果たすために利用できる発電所のすべての能力が調査されるべきである。

これには、目的外の系統使用、従来と違う構成及び一時的な接続の使用（ホース、可搬型

または携帯用設備）並びに系統の設計根拠を超えて設備が損傷するまで及びその可能性を

含めての使用を含む14。故障した系統が供用状態に復帰させられるか否か、したがって事

象の緩和に再び寄与することができるか否かについても検討されるべきである。従来と違

う構成及び一時的な接続が特定される場合は、これらの能力を生かすために必要な機器の

適合性が検討されるべきである。 

 

                                                 

3.18. シビアアクシデントマネジメント策は堅固なものであるべきである。すなわち、その

方策は、関係する構成機器の構造的な破損に対して、そのような破損を防ぐことができる

ように十分な余裕を与えるように定められるべきである（例えば蒸気発生器の冠水は、タ

イミングよく、かつ蒸気発生器伝熱管のクリープ破壊に対して十分な余裕があるレベルま

で行われるべきである15。また、格納容器のベントは格納容器の破損に対してまだ十分な

余裕がある格納容器の圧力レベルで行われるべきである）。意図した方策によって破損を防

ぐことができない場合は、破損を遅らせるように試みるべきである。シビアアクシデント

マネジメント策がとられ、また原子力発電所の設計根拠にシビアアクシデントが考慮され

ていても、そのような事象の完全な制御や緩和ができないこともあることが理解されるべ

きである。

 
14；一例は低い圧力の下での原子炉冷却材ポンプの再起動である。それにより炉心冷却を強化す

ることができるが、ポンプを破損するかもしれない。 
15；蒸気発生器を冠水する措置は、蒸気発生器伝熱管をクリープ破壊から効果的に防ぐことにな

るであろう。しかしながら、この措置は、その値以上ではクリープ破壊が生じるかもしれないし

きい値より十分下で着手されるべきである。 
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3.19. 発電所の脆弱性を緩和するための従来と違う方策に取り組む発電所職員の能力につ

いても又、劣悪な環境条件における職員の挙動と信頼性を含めて調査されるべきである。

必要であれば、防護対策が提供されるべきであり、また当該作業を実行するための訓練が

指定されるべきである。発電所職員の健康に対して、あるいは生命に対してさえもリスク

のある作業は、本来的には常に自発的なものであり、個人には決して強要されないことに

注意するべきである。手引きは、それに従って策定されるべきである。 

アクシデントマネジメントの方針の策定 

3.20. 脆弱性の評価と事故現象の理解、さらに事故に対処する発電所の能力に基づいて、防

止と緩和の両方の領域で、個々の脅威や発電所の脆弱性に関する適切なアクシデントマネ

ジメントの方針が策定されるべきである。 

3.21. 防止の領域では、炉心の未臨界性、炉心冷却、1 次冷却材保有量および格納容器の健

全性を達成し維持することなど、炉心損傷を防止するために重要となる安全機能（多くの

場合「重要な安全機能」と呼ばれる）を保存するための方針が策定されるべきである。防

止するための方針の一例は「給水と排水」である。 

3.22. 緩和の領域では、次の事項を可能にするための方針が策定されるべきである。 

- 一旦開始した炉心損傷の進行を終わらせること。 

- 格納容器の健全性を可能な限り長時間にわたり維持すること。 

- 放射性物質の放出を最小限にすること。 

- 長期間安定した状態を達成すること。 

方針は「候補となる高レベルの措置」（この例は参考文献[12]の付属書Ⅱに示してある）か

ら導き出すことができる。緩和の方針の例は次のとおりである。すなわち、蒸気発生器伝

熱管のクリープ破壊を防ぐために蒸気発生器の二次側を満水にすること、高圧原子炉容器

の破損と格納容器内の直接加熱を防止するために原子炉系統を減圧すること、圧力容器の

破損とそれに続く基礎マットの破損を防止するまたは遅らせるために原子炉キャビティを

冠水すること、水素濃度を低減すること、さらに過大圧力による格納容器の破損を防止す

るためまたは格納容器の圧力上昇下での基礎マットの破損を防止するために格納容器を減

圧することである。 
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3.23. 具体的な緩和の方針の適用は、発電所の損傷状態を示す単一のパラメータまたは一群

のパラメータに依拠するべきである。発電所の損傷状態は、事故の進展に伴い厳しさの増

大する様々な局面を反映するものである。それらは、発電所の核分裂生成物の障壁への脅

威に関して炉心と格納容器の状態を特定することに関連している。例を挙げると、炉心に

ついては、圧力容器内の炉心の冷却と冠水、圧力容器内の炉心の過熱と著しい損傷、圧力

容器外からの炉心の冷却と冠水、さらに圧力容器外からの炉心過熱がある。また、格納容

器については、管理された安定状態、管理された非安定状態（すなわち、新しい方針が必

要であるが、核分裂生成物の放出は切迫した状態にない）、脅かされた状態（新しい方針が

直ちに必要である）、さらに継続的な放出がある16。 

3.24.適用できる可能性のある方針の体系的評価を実行する方法が、事故の進展を考慮に入

れて開発されるべきである。ある事故の局面に対する方針の実施を妨害する可能性がある

有害な状態が考慮されるべきである。方針を選択しまた優先順位付けをする上で、措置に

よって多くのマイナスの影響があり得ることと、発電所の状況および措置による発電所の

応答に関して不確かさの幅が大きくなることから、評価が非常に重要になることに注意す

るべきである。 

3.25.発電所のある損傷状況の下で、どの方針が適切な対応となるかの判断のための根拠を

提供するために、プラスとマイナスの両方の影響を与える方針には特別の考慮が払われる

べきである。一例は、格納容器の過圧による破損に至る時間を引き延ばすために、原子炉

キャビティに水を供給しないでおくことである。すなわち、これには、不可逆的になるこ

ともある炉心とコンクリートの相互作用にマイナスの影響がある。さらなる例は、キャビ

ティの冠水であり、これには、圧力容器外での水蒸気爆発が起こり得るというマイナスの

影響がある。 

                                                  
16；さらなる例が、参考文献[12]の付属書Ⅰと参考文献[15、20、26、27]に提示されている。参

考文献[26]は、「単一パラメータ」の手法の場合の例も与えている。この手法と発電所の損傷状

態に基づいた手法が、参考文献[27]に記載されている。 
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3.26. 事故の進展に伴う発電所の損傷状態17に関する知見は、可能な場合にはどこでも取得

されるべきである。いくつかの方針が、発電所のある損傷状態にとって効果があっても、

別の損傷状態では効果がないばかりか悪影響を及ぼすこともあるので、これらの知見は、

方針を選択する上で手助けとなり、有用である18。加えるに、そのような知見は、ソース

タームの推定に関連があり、利用可能ならばこの目的のために使用されるべきである。 

 

                                                 

3.27. 方針には優先順位がつけられるべきである。なぜなら、可能性のある方針は、安全に

対して異なる重要性及び／又は効果を持つことがあり、またすべての方針が、同時に実行

され得るとは限らないからである。防止の領域では、この方針の優先順位は、重要な安全

機能について定められた優先順位に反映されるべきである。緩和の領域では、継続する大

量放出の進行または重要な核分裂生成物障壁への脅威を緩和する方策に優先権が与えられ

るべきである（ここで「大量」とは、発電所緊急時計画に定められている全面緊急時レベ

ル以上の放射能レベルの放出を意味する）。優先順位の選定の根拠は、背景文書に記録され

るべきである。一例は、多くのシビアアクシデントの進展に従った一連の優先順位である。

すなわち、第 1 の順位は、緩和方策が講じられないと破損する核分裂生成物の第一障壁に

対して行うことである19。優先順位を設定することには、支援機能（交流電源や直流電源

並びに冷却水のような不可欠な補助機能）の考慮を含むべきである。

3.28. ある一定の時間帯内に実行される必要がある方針が検討される場合は、そのような時

間帯を特定する際にあり得る大きな不確かさが考慮されるべきである。しかし、有用な可

能性がある方針を切り捨てないように注意すべきである。 

 
17；事故シーケンスと発電所損傷状態との違いに注意すること。すなわち、後者は発電所の目に

見える損傷状態であって、その損傷状態に至る事故シーケンスとは関係ない。 
18；例えば、加圧水型原子炉の空の蒸気発生器を満水にすることは、蒸気発生器伝熱管のクリー

プ破損のリスクがあるときや、蒸気発生器伝熱管が現に漏えいしている場合には有効な方針であ

るが、そのようなリスクや漏えいがない場合は無効である。沸騰水型原子炉では、圧力抑制能力

がまだ必要かどうかを知ることは意味がある。さらなる例は、格納容器にバイパスシーケンスが

あることの認識である。これらすべての事例では、発電所の損傷状態に関する知見が、アクシデ

ントマネジメント策の実行を促進する。 
19；加圧水型原子炉の高圧シナリオでは、シビアアクシデントは多くの場合、クリープ破断のメ

カニズムによる蒸気発生器伝熱管に関するものである。したがって、第 1 優先順位は、蒸気発

生器を満水にすることによりそのようなクリープ破断を防止することである。 
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3.29. 即時の対応と短期間の措置が必要とされる場合、それらの措置によるすべての可能性

のある結果についての検討のために、利用できる時間がないことがある。手引きは、それ

に合うように策定されるべきである。一例は、核分裂生成物の障壁に対する即時の脅威で

ある。ここで「即時に」とは、意思決定する前に検討する時間がない、または限られた時

間しかないという意味である。 

3.30. 緩和の領域で方針を明らかにし選択するときには、防止の領域からの安全機能が緩和

の領域でも引き続き関連していることもあることに注意するべきであり、したがって、こ

れらの機能を維持する必要性もまた緩和方針に取り入られるべきである。例えば、炉心の

幾何形状あるいは炉心デブリの形状配置の未臨界性は維持されるべきであり、また、可能

な場合には、炉心または炉心デブリの崩壊熱の、最終的な熱の逃がし場への経路が確保さ

れるべきである20。 

3.31. 重要な安全機能に関係する目的を果たすための措置が、防止の領域では妥当であって

も、緩和の領域ではそうでないかもしれないことにも又注意するべきである。例えば、制

御棒は溶解してしまったが燃料棒の束はまだ健全な場合、炉心の幾何形状を未臨界を保つ

のはより困難である。よって、緩和の領域で求められる緊急時の運転要領に関係する安全

機能は、その適用性について検討されるべきであり、特に、様々な発電所の損傷状態にお

けるその限界と可能性のあるマイナスの影響について検討されるべきである。 

要領と指針の策定 

3.32. 前章で論じた方針と方策は、防止の領域の要領（EOP）と緩和の領域の指針（SAMG）

に転換されるべきである。要領には、事象がシビアアクシデントへ拡大するのを防止する

ための一連の措置を含める。指針には、選択された方針に従ってシビアアクシデントの影

響を緩和するための一連の措置を含める。要領と指針には、設備の使用、設備の限界、及

び注意事項と便益を含め、任に当たる職員のために必要な情報と指示を含める。指針では

又、提案された措置の様々なプラスとマイナスの影響についても扱い、かつ選択肢を提示

する。 

                                                  
20；緩和の領域における方針を実行することは、防止の領域でそれを実行することとは異なるこ

ともある。例えば、溶融物を覆う沸騰プールから漏出する蒸気を格納容器からベントすることに

よって崩壊熱の除去が起こることもある。このときの優先順位は、放射性物質の放出を完全に防

止することではなく、格納容器を健全に保つことである。 
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3.33. これらの要領と指針には以下の内容を含めるべきである。 

- 目的と方針 

- 着手の判断基準 

- 措置が適用されるべき時間帯（関係があれば） 

- 措置の有効な継続期間 

- 必要な設備と資源（例えば交流電源と直流電源、水） 

- 実行されるべき措置 

- 注意事項 

- 抑制と終結の判断基準 

- 発電所の応答の監視 

3.34. 一群の要領と指針には、監視されるべきであって様々な要領と指針の着手、抑制また

は終結の判断基準に関連している一連の発電所パラメータの系列を記述する論理線図を含

めるべきである。この系列は、3.27 項と 3.39 項に記載されているように、関連する方針、

要領および指針の優先順位と調和したものであるべきである。 

3.35. 防止の領域では、事象を診断するための適切な要領に基づいて、差し迫っている事故

シーケンスを特定することが可能になるかもしれない。そのような診断が得られない状況、

または得られたとしても、事故の進展に伴ってそれが正しくないと分かったときや分から

なくなった状況のための手引きが整備されるべきである。別な方法としては、手引きを観

察された発電所の物理的状態に完全に関連づけることであり、従って、事故シーケンスの

それ以上の診断は必要がない。手引きは、選択された方針に基づいて、高水準の安全機能

（重要な安全機能）を保存または回復させることを目指したものとするべきである。診断

の要領は、事故の進展に伴い一定間隔で適用されるべきであり、このことは、一旦観測さ

れた事故シーケンスが認識されたならまたは最初の認識の失われたあとに再認識されたな

らば、そのために特別に策定された要領に戻ることができるようにするためである。 

3.36. 緩和の領域では、任ある職員が SAMG を正確に使用できるようにするために、事故

シーケンスを特定したりあるいはあらかじめ解析した事故シナリオに従うことは必ずしも 
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必要とすべきではないとはいえ、彼等は、SAMGを正確にまたは最適21に使用する上で、

発電所の損傷状態を特定することができるべきである。発電所の損傷状態に関する認識が

一時的に失われても、SAMGを実行することを妨げるべきでない。 

3.37. 手引きを策定する際には、シナリオあるいは発電所の損傷状態を誤って診断する可能

性があることも認識されるべきである。そのような誤った診断の可能性は、例えば、多重

の信号の使用によって、また、加えるか残しておかないと診断における変更に基づいて排

除されてしまう措置を指針にそのようにしておくことによって、最小化されるべきである

22。技術支援センターでは、事故の進展に関して十分な知見を持っていれば、そのような

優先順位の低い項目を排除することもできるが、誤った情報の可能性もあることに気を付

けるべきである。 

                                                 

3.38. 事故の進展中に方針の選択がなされる必要がある場合には、提案された方針によって

起こり得るプラスとマイナスの影響が指針に明記されるべきである。技術支援センターで

は、追加のマイナスの影響が生じるか否かを確認するべきであり、また、それによる影響

を検討するべきである。 

3.39. 各種の要領間の優先順位も、また、各種の指針間の優先順位も、基本となる方針の優

先順位に従って定められるべきである。優先順位に矛盾があれば、それは解決されるべき

である。優先順位は事故の推移の中で変わることもあり、このため、優先順位は一定の時

間間隔で見直されるという推奨事項を指針に含めるべきである。措置の選択はそれに沿っ

て変更されるべきである。 

3.40. EOPとSAMGの間のインターフェースが扱われるべきであり、また、ふさわしい場合

には、EOPからSAMGへの適切な移行が定められるべきである23。緩和の領域と関連があ

ると特定されてきた、EOPの方針からくる機能と措置は、SAMGの中で特定されかつ保持

されるべきである。望ましくは、判断命令としてEOPがまだ適用されている可能性があ 

 
21；発電所の損傷状態を認識する必要のない手法は、認識の必要がないといっても、破損状態を

認識すると、認識した破損状態に関連が薄い措置を排除するかまたは優先順位を下げることがで

きるので、それなりの恩恵を受けるであろう。 
22；一例として、圧力容器が実際には破損していなくても圧力容器の破損に似た信号の組み合わ

せ（そのような組み合わせは多くの場合「サイン」と呼ばれる）がある。このゆえに、圧力容器

内に維持されている状況に関連する措置は、圧力容器の破損が診断された場合のために策定され

た指針の中に依然保持されるべきであるが、優先順位は低い。 
23；EOPには、SAMGへ出てしまうものを含むことがある。すなわち、ある段階がうまくいかない

場合にはSAMGに入ってしまう。一例は、炉心冷却のEOPであり、炉心出口温度が所定の制限値（例

えば 650°C）未満に留まらないまたは戻らないときである。 
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っても、一旦EOPから出てしまったならば、緩和の領域（SAMG）から防止の領域（EOP）

へ正式に逆移行するべきではない24。それでもこれが適用される場合は、考えているEOP

が炉心損傷の領域でも適用可能でかつ妥当であること、また、意思決定のプロセスに炉心

損傷または緩和の領域で必要なすべての特質が含まれることが、確実なものとされるべき

である。EOPは、健全な炉心を有する状態の原子炉を対象に設計されたものなので、原理

的に、緩和の領域ではその設計根拠を失っており、このゆえにEOPから出るべきである。 

3.41. EOP から出ずに SAMG と並行して実行される場合は、緩和の領域での EOP の適用

性と妥当性が示されるべきである。その場合、EOP と SAMG の間で両者間に矛盾がないよ

うに順位が定められるべきである。 

3.42. SAMG に入る条件に加えて、長期的な準備への出口条件及び／又は判断基準が指定さ

れるべきである。一例が、参考文献[12]の付属書Ⅶに与えられている。 

3.43. 防止の領域から緩和の領域へ移行する時点は、「差し迫った炉心損傷」または「炉心

損傷の始まり」になる前の時点25、あるいはこれとは別の明確に定義された時点（例えば、

防止方策の実行が効果を果たさないか不可能になった時点）に設定されるべきである。移

行する時点をいつにするかによって、核分裂生成物の障壁に対する引き続く脅威の大きさ

及び／又はその推移に影響を及ぼすことがある。そのような場合は、このことは、移行す

る時点を選定するときに考慮されるべきであり、従って、移行する時点は、アクシデント

マネジメントにとって最適な時点に設定されるべきである26。移行する時点が条件付き判

断基準に基づいて定められる場合（すなわち、EOPの中のある計画された措置が成功しな

い場合に移行する場合）は、移行する時点とそれによるり発生し得る影響を特定するため

に 

                                                  
24；SAMGからEOPへの逆移行は推奨されないが、劣化した炉心が圧力容器内で回復するようなケ

ースで、SAMGの使用が終了した後で、EOPのうちのいくつかを使用することが適切となることが

ある。 
25；「炉心損傷の始まり」は、例えば溶融した質量の計算値が 0 kgを上回る時点と考えることが

できる。この時点は適切なシビアアクシデントの計算機コードを使用して決定することができる。 
26；発電所によっては、移行するのが遅いと（すなわち、炉心出口温度が高くなった時点では）、

水素放出という早期のリスクを引起こすかもしれない。 
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必要な時間が考慮されるべきである。例えば、炉心損傷を防止しようと努力している間に

生じる炉心温度の上昇とそれに伴う炉心損傷が考慮されるべきである27。 

3.44. 技術支援センターが立ち上がる前、すなわち、それが最初の推奨を行う準備が整う前

に EOP から SAMG へ移行する可能性は、要領と指針を策定するときに考慮されるべきで

ある。この状況は、ある事象が急速にシビアアクシデントへ進展する場合に生じ得る。こ

の場合、制御室の運転員に与えられる緩和手引きは、迅速で容易な実行をすることができ

るように提示されるべきであり、従って、なるべくなら運転要領と同じ様式で提示される

べきである。 

3.45. 要領と指針は直接測定することのできる発電所パラメータに基づくべきである。測定

値が利用できない場合は、パラメータは、簡単な計算及び／又は事前に計算したグラフに

より推定されるべきである。事故中に複雑な計算を実行しないと得られないパラメータは、

判断の根拠として使用されるべきではない28。 

3.46. 要領と指針は、使用するものにとって使いやすいように、また高い緊張状態の下で容

易に実行できるように記載されるべきであり、さらに、必要な措置に焦点が合うことを確

実にするように十分に詳細な内容を含めるべきである29。要領と指針はあらかじめ定めら

れた書式で記載されるべきである30。運転員への指示書は明確でありかつ曖昧でないもので

あるべきである。 

                                                  
27；例えば、炉心出口温度があるレベルに達しかつ計画したEOPの措置が失敗したときに移行す

ることになっているのであれば、炉心損傷が既に発生したか否かを判断するために、炉心損傷の

防止のための行為で失われる時間が推定されるべきであり、また、関係する炉心温度上昇が計算

されるべきである。 
28；例えば、燃料被覆管温度は、それに基づいて決定するにはふさわしいパラメータではない。

というのは、複雑な計算を実行することによってのみ決定されるからである。 
29；例えば、一次冷却材系への注入が推奨される場合は、これは専用の供給源（ほう酸水）から

開始するのか代替供給源（恐らく消火水などの非ほう酸水）から開始するのかが特定されるべき

である。さらに、注入するために利用することのできる系統の構成が特定されるべきであり、ま

た、従来と違う構成が必要とされる場合は、これを構成するための手引きが整備されるべきであ

る。供給源をどれだけの時間使用することができるか、また、それが枯渇したとき、それを交換

するかまたは回復させるために何を行う必要があるかが知らされるべきである。 
30；要領書の「執筆者の手引き」として広く使用されている書式は、参考文献[16]にある。 
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3.47. SAMG は、予期される道筋から外れる必要があるような場合またはその方がよいと考

えられる場合には、そこから外れてもよい十分な自由裁量の条項があるように書かれるべ

きである。そのような柔軟性は、発電所の状態や措置の有効性及び／又は結果に不確かさ

があるため、並びに、予期されない事象と複雑な状況に対処するために必要となることが

ある。手引きの構成と書式は、この不確かさと釣り合うように形成されるべきである。し

たがって手引きは、職員がそれを文字通りに実行するように定型化されるべきでない。 

3.48. 要領と指針には、アクシデントマネジメント用の設備が利用できない（例えば設備の

故障や不作動のために）かもしれない状況のための手引きを含めるべきである。代替方法

が探求され、かつ利用できるならば手引きに含められるべきである。 

3.49. 様々な設備が、あるパラメータがあらかじめ定めた値（「設定値」）に達すると自動的

に作動することに注意するべきである。通常このような自動起動は、防止の領域での事象

のために設計されている。このような自動操作は緩和の領域では逆効果になることがある。

それ故に、すべての自動操作は、緩和の領域における影響について見直されるべきである。

また、ふさわしい場合には設備が自動起動しないようにするべきである。その場合、当該

設備の手動起動が、SAMG の中で考慮されるべきである。 

3.50. 設備の故障を診断するため、及びそのような故障した設備を供用に復旧させる方法を

特定するために手引きが策定されるべきである。この手引きは、復旧措置の優先順位に関

する推奨事項を含めるべきである。この観点で次の事項が考慮されるべきである。 

- 故障した設備のアクシデントマネジメントにとっての重要性 

- 設備を復旧させる可能性 

- 設備のいくつかの部分が供用できない状態となっている場合に回復が成功する可能

性 

- 故障した支援系統の数への依存性 

- 設備の復旧に関与する職員の線量 

3.51. 設計基準を超える事故あるいはやシビアアクシデントをもたらした故障した設備の

回復及び／又は運転員の誤操作からの回復が、アクシデントマネジメントの第一の方針で

あるべきであり、このことが、アクシデントマネジメントの手引きに反映されるべきであ

る。故障した設備を回復する時間は、炉心損傷を防止するための時間帯から外れていても

よい。この場合は、発電所パラメータに基づいて緩和の領域へ移行するよりも、早く緩和

の領域へ移行することが決定されることがある。 

 25



 

3.52. 公衆の防護に責任を負う外部組織と同様に、発電所の運転組織の中の関連する管理者

層も、緩和の領域へ早期に移行する潜在的な必要性について知っておくようにさせるべき

である。緩和の領域へ移行するのが遅くなると、安全性が著しく低下し、所内外への放出

の可能性がある。早期に移行することの特定は、発電所の緊急時計画の中で扱われるべき

である。 

3.53. 要領と指針を策定する場合、制御室の居住性、及び技術支援センターや現場の操作区

域などその他の関連区域への出入り可能性について考慮されるべきである。制御室内及び

その他の関連区域内で予期される線量率と環境状態により、職員の立入制限をする必要が

あるか否かが調査されるべきである。このような状況が、アクシデントマネジメント計画

を実行する上でどのような影響を与えるのか、が決定されるべきである。線量による理由

から職員を交代させる必要性も検討されるべきである。 

3.54. 同一敷地内で複数ユニットが運転中の場合、影響を受けていないユニットを使用する

ことが、アクシデントマネジメントの手引きで考慮されるべきである。隣接ユニットが運

転停止させられなければならないか否かについても検討されるべきである。ユニット間で

共有されているかもしれない非標準設備に対する制約を特定することに、特別な注意が払

われるべきである。例えば、影響を受けていないユニットからの熱除去系の横つなぎは、

影響を受けたユニットから熱除去するのに役立つかもしれないが、そのために影響を受け

ていないユニットを予め決められた出力レベルに保つ必要があることがある。 

3.55. シビアアクシデントマネジメントの手引きの一部として、またさらに 3.45 項で取上

げたパラメータを推定するために、事前に計算したグラフや簡易な公式が適宜策定される

べきである。このことは、高い緊張状態となるであろう事故の最中に複雑な計算を行う必

要がないようにするためである。これらは、多くの場合「計算支援」と呼ばれ、SAMG の

文書に含められるべきである。いくつかの例が参考文献[12]の付属書Ⅲに提供されている。

計算機に基づく支援は、シビアアクシデントのシナリオの進行中の内蔵型計算機（ラップ

トップ）の限られた電池寿命や交流電源の喪失の可能性を考慮すべきである。 
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3.56. SAMG を適用するために、使用規則が定められるべきである。この規則では、指針を

実際に適用するとき行われるべき必要なことを定める。答えるべき質問は、例えば次のと

おりである。 

- EOP が実行中であるが SAMG に入る時点に到達した場合、EOP の措置は、その時

中断させられるべきか、適用可能な SAMG と矛盾しなければ継続されるべきか、あ

るいはいかなる場合でも継続されるべきか。 

- EOP の領域で開始した復旧措置は、SAMG の領域で継続されるべきか。 

- ある SAMG が実行中であるが、別の SAMG に入る時点に到達した場合、その別の

SAMG も並行して実行されるべきか。 

- 最初の SAMG を要求したパラメータの値が変化している間は、別の SAMG に着手

するための検討は遅らせるべきか。 

3.57.適切な背景資料が、個々の指針の策定と文書化に平行して用意されるべきである。背

景資料は、次に示す役割を果たす。 

- 背景資料は、次の事項の参考となる自己完結した情報源であるべきである。 

・ 方針に関する技術的根拠および全般的な方針からの逸脱（もしあれば） 
・ 計装の必要性についての詳細な記述 
・ 支援解析の結果 
・ 要領と指針における各段階の根拠と詳細な記述 
・ 設定値の計算の根拠 

- 背景資料は、関連する品質保証要件に適合していることの立証を提供すべきである。 

- 背景資料は、技術支援員と運転員のための訓練課程の基本資料を提供するべきであ

る。 

アクシデントマネジメントのためのハードウェア装備 

3.58. 発電所は、設計基準を超える事故及びシビアアクシデントに対して、合理性の許す限

り、基本的安全機能（反応度制御、燃料からの熱除去、放射性物質の閉じ込め）を果たす

ためのハードウェア装備を備えるべきである。シビアアクシデントマネジメント用の専用

系統及び／又は設計上の特性が備えられるべきであり、特に、新規発電所には備えられる

べきである。 
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3.59. 新規発電所では通常、あるシビアアクシデント現象を実際的に排除する設計上の特性

が存在しており、及び／又は設計基準を超える事故とシビアアクシデントに対処するため

の専用の設備がある。しかし、既設発電所においては、既設のハードウェア構成と配置の

ままでは、有意義な31シビアアクシデントマネジメント計画を策定することができないと結

論づけられるものがある32。このため、その場合は、発電所の改造が検討されるべきである。 

3.60. ハードウェア装備では、不可欠な機能（例えば崩壊熱の除去）が長時間33にわたって

利用できる必要があること、また、この機能を通常期待される設備が、そのような長時間

にわたって利用可能な状態に維持できそうにないことが考慮されるべきである。機器の長

時間にわたる利用可能性34を評価する際には、保守の可能性が限定的であること（または可

能性のないこと）が考慮されるべきである。 

3.61. 核分裂生成物の障壁に対する脅威を解析で予測する上での不確かさが容認水準まで

低減され得ない場合は、設計上の変更も提案されるべきである。 

3.62. 安全性やリスクの適切な評価指標を利用した適切な解析方法が存在し、そしてこれは

高性能化に関する意思決定における支援のため使用されるべきである。シビアアクシデン

トマネジメントの分野における解析は通常保守的な方法ではなく、最適評価方式であり、

それ自体に裕度を生じないという事実に考慮が払われるべきである。35 

                                                  
31；「有意義な」は「リスクを容易にできる方法で低減すること、または、リスクを許容水準ま

で低減すること」として理解されるべきである。 
32；一例は、水素爆発に弱い小型の格納容器の原子炉である。そのため、不活性化する必要があ

ることがある。 
33；自然現象による崩壊熱の除去があてにされ得る前に、例えば能動的な崩壊熱の除去が数ヶ月

使用される必要があることもある。 
34；これは動的機器に関することであるが、静的機器も損傷することもある（例えば循環水中の

デブリによる熱交換器の目詰り）。 
35；裕度は、ある場合には保守的かもしれないが、他の場合では非保守的かもしれない。例えば、

高温側配管のクリープ破損は蒸気発生器のクリープ破損を防止しないという仮定は、蒸気発生器

のクリープ破損を防止するための方針を定めるときは保守的かもしれないが、原子炉容器の破損

における炉心デブリの最終的な所在場所を取り上げるときは、非保守的になることがある。とい

うのは、高温側配管の破損は多量の炉心デブリが格納容器を通して分散することがあるが、一方、

蒸気発生器伝熱管のクリープ破損ではそのようになることはない。 
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3.63. 発電所の防止機能を強化するための設備の高度化は、優先順位の高い作業と見なすべ

きである。例として、給水と排水を操作するための加圧器の弁の認定と、重要な安全系（交

流電源と直流電源、利用できる冷却水）に関する多重性の追加がある。 

3.64. 緩和の領域については、設備を高度化するとき、閉じ込め機能の保持に焦点を合せる

べきであり、また特に次の機能が考慮されるべきである。 

- シビアアクシデントにおける格納容器の隔離（バイパスの防止を含む） 

- 核分裂生成物と水素の濃度を含む、原子炉の状態を早期に診断することを可能とす

る格納容器内のパラメータの監視 

- シビアアクシデント後の適切な時間の格納容器の気密性の確保。これには、隔離装

置、貫通口および従事者エアロックの機能性の保持を含む。 

- 格納容器の熱除去系による格納容器内の圧力と温度の管理 

- シビアアクシデントの期間に放出された可燃性ガス、核分裂生成物およびその他の

物質の濃度の管理 

- 格納容器の過圧と負圧36からの保護 

- 高圧炉心溶融シナリオの防止 

- 圧力容器のメルトスルーの防止 

- 溶融した炉心による格納容器基礎マットのメルトスルーの防止と緩和 

- 格納容器の漏えいの監視と管理 

3.65. 格納容器の健全性が最も重要であるとの観点で、これを確保するために、容認できる

費用で実現され得るすべての方策が、他の方法が正当化されない限り講じられるべきであ

る。容認できる費用とは、少なくとも、当該方策の実施により回避されるであろう発電所

周辺37の一般公衆への放射線量の代価として定義されるものである。規制当局は、そのよう

な回避される放射線被ばくを評価する容認可能な方法38を特定するべきであり、かつ回避さ

れる線量の価値を決定するべきである39。回避される線量の価値を定める際、すべての費用

とその他の影響が考慮されるべきであり、これには、シビアアクシデントが発生した場合 

                                                  
36；これは、格納容器のベントとそれに続く格納容器内の蒸気の凝縮後の、大気圧より低い圧力

を指す。 
37；国によっては、発電所の周辺を、発電所から 80km以内の区域として定義している。 
38；適切な方法は、電力会社により提案され、規制当局により承認（または修正）された方法で

ある。 
39；例えば、回避される人シーベルトあたり 100,000 米ドルの値が使用されることがある。 
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にこれらの方策によって回避されるであろう放射性物質の放出により生じる、公衆の健康

と安全に関する長期的な影響を含む40。この方法の究極の目標は、格納容器の破損が極めて

起こりそうにないことを確実なものにすることである。 

3.66. 崩壊熱を炉心デブリから最終的な熱の逃がし場へ除去するための適切な方策が講じ

られるべきである。格納容器の雰囲気の繰返しまたは連続的ベントによって崩壊熱を除去

することが決定されるとき、または、除去する必要があると考えられるとき、そのような

ベントは、原則として、例えばフィルタやスクラバーによって、核分裂生成物の放出を適

切に低減できる移行経路を通して行うべきである。 

3.67. 既設発電所で実施され得る可能性のある設計変更の例として、強化され及び／又はフ

ィルタ処理された格納容器ベント、受動的な触媒式再結合器、点火器、受動的格納容器冷

却系、原子炉キャビティ冠水、基礎マットの破損後に存在するかもしれない環境への移行

経路の隔離41、大型所内用蓄電池または代替電源、及び蒸気発生器の水位用の強化された計

装のような強化計装（測定範囲を拡張した測定器又は新測定器）がある。改修によってい

くつかの機能を果たすことができる。例えば、フィルタ処理された格納容器ベントは、格

納容器の過圧を防止するため使用され得るが、しかしまた、これは、水素リスク低減のた

め水素（または酸素）を放出するために、既設の開口部または以前から存在する（比較的）

大きい漏えい率を有する格納容器からのフィルタ処理されない漏えいを防止するために、

または、上昇した格納容器の圧力での基礎マットの破損（発生が予期される場合）を防止

するために、使用され得る。 

3.68. 設計基準事故に対処するために使用される設備と系統が、シビアアクシデントを緩和

するための設備の追加で補われる場合、後者の設備はなるべくなら独立しているべきであ

る。 

3.69. 専用のまたは高度化した設備については、それらの設備は十分に信頼できるものであ

るべきであり、また可能であれば、設計基準を超える事故の状態およびシビアアクシデン

トの状態で必要とされる措置を行う能力の実証が提供されるべきである。他の評価方法が 

                                                  
40；政府機関の自由裁量によって、環境の保護、維持及び／又は復旧に伴う費用とその他の影響

も含めることもある。というのは、そのような費用は非常に高くなる可能性があるからである。 
41；発電所によっては、キャビティより下のコンクリートのメルトスルーによる環境への直接の

移行経路がある。 
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十分な信頼性を示すことができない場合には、設備の能力の実証が提供されるべきである。

しかし、そのような設備に適用される認定レベルは、設計基準事故に対処する機器と系統

に典型的に求められるレベルとは必ずしも同一である必要はない。同様に、そのような系

統の多重性に関する要件も、設計基準の領域で適用される要件よりも緩められることもあ

る。 

3.70. シビアアクシデントマネジメントに使用される種々の計装に要求される精度は、計装

の能力を評価する際に認識されるべきである。多くの場合、指示値の正確さよりも傾向を

正確に把握することができる適切な計器表示がより重要となることがある。 

計装及び制御の役割 

3.71. SAMGはいくつかの主要な発電所パラメータの値を推定する能力に依存するので、防

止のアクシデントマネジメント策と緩和のアクシデントマネジメント策の両方に必要とさ

れる発電所パラメータが特定されるべきである。これらすべてのパラメータが、発電所の

計装から得られることを確認するべきである。計器が事故の進展に関する情報を専用でな

い方法で与えることができる場合、そのような可能性は調査され、かつ手引きに含められ

るべきである42。 

3.72. 関連する計器のその時点での認定状況が考慮されるべきであり、また、そのような設

備がその認定範囲を超えて首尾良く作動し続けるかもしれないことが認識されるべきであ

る。主たる計装が使用できないまたは信頼できない場合の代替の計装が特定されるべきで

ある。そのような計装が使用できない場合は、代替手段、例えば計算支援が開発されるべ

きである。 

3.73. 予期される環境状態で認定された計装を使用することが、必要な情報を取得する好ま

しい方法である。 

                                                  
42；炉外中性子検出器の指示値は、例えば、圧力容器内の炉心デブリの所在場所と残留水量に影

響される。したがって、これらの指示値は事故の進展に関する情報を取得するために使用される

可能性がある。 
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3.74. 環境状態が計器の指示値に及ぼす影響は、推定されかつ手引きに含められるべきであ

る。ある局所的な環境状態が全体的な状態から外れる可能性があり、このために、全体的

な状態の下で認定されている計装が局所の状態の下では適切に機能しないかもしれないと

いうことが考慮に入れられるべきである43。設計基準を超えるシビアアクシデントの状態で

の計装の故障について予期される故障モードと、結果としての計器表示（例えば目盛から

高く外れる、目盛から低く外れる、浮動する）が特定されるべきである。 

3.75. シビアアクシデントが、計装に対して設計条件を超えた脅威を与えることがあり、こ

の場合、そのような計器が設計作動範囲を外れて作動することがある。計器の表示はその

時誤っているかもしれないので、シビアアクシデントマネジメントのための発電所の状態

診断に使用するすべての表示は、読み取りの間違いに伴うリスク等を低減するために、他

の直接的または算出された表示と比較検討されるべきである。実際には、診断や検証のた

めに使用される認定されていない専用の計器からの主要な計装指示値はすべて、主となる

指示値（すなわち、専用の計器による表示値）が妥当であることを検証するための代替方

法を備えるべきである44。主要なパラメータ値を得る代替手段が特定されない場合は、その

代替表示を得るために計器を高度化させるか取り替えることが検討されるべきである。 

3.76. SAMGを策定するとき、認定されていない重要な計装が事故の進展中に故障する可能

性が含まれるべきであり、また可能であれば、この計装を使用しない代替方針が策定され

るべきである45。現場の計装から又は従来と違う手段から重要な発電所パラメータを推測す

る可能性も検討されるべきである。例えば、蒸気発生器の水位は、蒸気配管および蒸気発

生器のブローダウン配管の現場の圧力測定値から推測され得る。 

3.77. パラメータが欠落している場合あるいはその測定値が信頼できない場合に、情報を得

るための計算支援を開発する必要性が特定されるべきであり、それに沿って適切な計算支

援が開発されるべきである。  

 

                                                  
43；高圧溶融物の噴出は、例えば、デブリを格納容器のいたるところに撒き散らし、全体的な状

態は認定範囲内に留まっているかもしれないが、局所的環境は大きく脅威を受けていることがあ

る（例えば局所的に堆積した核分裂生成物による放射線やその崩壊熱による過熱）。 
44；一般的に精度は必要とされないので、この推奨事項は、指示値が「正確である」というより

も、むしろ「妥当である」こととしている。 
45；一例として、蒸気発生器水位の表示がある。ある発電所の方針として、この表示が失われる

と給水をすべて止めて、蒸気発生器が空になってもよいとしている。他の発電所では、蒸気発生

器が空であると仮定して給水し続けるであろうが、この場合は蒸気発生器が満水となるリスクが

あってもよいということである。適用可能なSAMGは、それに応じて策定されるべきである。 
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責任と権限付与に対する指揮系統 

3.78. 防止と緩和の両方の領域におけるアクシデントマネジメントの機能と責任は、アクシ

デントマネジメント計画の文書および全体にわたる緊急時対応組織の文書の中で、明確に

定義されるべきである。所外の組織がアクシデントマネジメントの責任を持つ場合は、こ

のことが記載されるべきである。所内緊急時対応組織の技術的要素の代表的な配置の一例

を図 2 に示す。 

3.79. シビアアクシデントマネジメントに関与する職員の役割は、3 つの区分に分けて検討

されるべきである。 

(1) 評価／推奨（発電所の状態の評価、可能な措置の特定、これらの措置の潜在的な影響の

評価、及び講じるべき措置の推奨と実施後の措置の結果の評価。これらの職務を担当す

る職員は多くの場合「評価者」と呼ばれる）。 

 

  

 

 

 

 

 

運転部門： 
中央制御室 

発電所の系統の運転/制御 

運転部門： 
現場の職員 

現場での措置と設備の復旧 

放射線センター 
線量評価、 

緊急時計画の実施、 
所外での措置の提言 

技術支援センター 
運転部門、緊急時の計画

立案者への支援、 
シビアアクシデントマネ

ジメント評価 

緊急時指揮者 

（多くの場合：所長）

 

図 2 所内緊急時対応組織の技術的要素の代表的な配置 
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(2) 権限の付与（意思決定、推奨された措置を実施することの承認。これらの職務を担当

する職員は多くの場合「意思決定者」と呼ばれる）。 

(3) 措置の実施（操作の確認を含め、必要に応じた設備の操作。これらの職務を担当する

職員は多くの場合「実施者」と呼ばれる）。 

SAMG を使用するためのさらなる推奨事項が付属書に与えられている。 

3.80. 防止のアクシデントマネジメントは、炉心の冷却を回復しかつ燃料の健全性を維持す

ることを優先する措置を講じる必要によって特徴づけられる。防止のアクシデントマネジ

メントで使用される主な方策は EOP である。意思決定は、制御室職員（すなわち、当直長

か当直管理者、または安全技師のような特定の専任者）によりなされるべきである。複雑

な状況では、適切であると考えられる場合、より高い階層の職権で意思決定がなされるこ

ともある。防止の領域では、技術支援センターは、制御室職員へ技術的支援を提供するこ

とができる状態にしておくべきである。 

3.81. シビアアクシデントへと悪化する事象では、責任と意思決定の権限が、ある決められ

た時点で制御室職員からより高い階層の職権をもつ者へ移管されるべきである。というの

は、内在する不確かさを考慮すると意思決定は高度に複雑であり、また、制御室であるい

は発電所で入手できる情報の範囲を超える影響が生じる措置に関わることもあるからであ

る46。緩和の領域では、技術支援センターは評価を実施すること及び意思決定の権限を有す

る者に復旧措置を推奨することの役目を担当するべきである。 

3.82. 緩和の領域におけるこの意思決定の権限は、本書で緊急時指揮者と名付けた高い階層

の管理者の責務にあるべきである。緊急時指揮者は、技術支援センターにより提案された、

または、必要であれば指揮者自身の熟慮に基づくシビアアクシデントマネジメント策の実

施を決定する権限が与えられるべきである。緊急時指揮者は、所外への影響を含む、発電 

                                                  
46；例えば、発電所パラメータに基づいたある瞬間又はある時間だけ格納容器をベントするとい

うもくろみは、その時点では所外緊急時対応組織の提案された措置と一致しないかもしれない。 
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所の現実の状態について及び緊急時対応のその他の関連する側面について、広く理解して

おくべきである47。 

3.83. 緩和の領域では、制御室職員は、発電所の設備と計装の能力についての知識に基づき

及び訓練で身に付けたその他の特別の技能に基づいて、さらに自らが事故の初期段階を経

験している可能性があることを前提として、技術支援センターの評価に対して情報を提供

するべきである。原則として、制御室職員の観察や評価と、技術支援センターの評定や推

奨事項の間の意見の一致が図られるべきである。制御室職員は、技術支援センターからの

質問や指図を待つべきではなく、むしろ有用と考える洞察と発見事実により率先して技術

支援センターに働きかけるべきである。 

3.84. 権限の移管のすべては、所内緊急時対応組織のメンバーに割り当てられた役割と責任

が防止の領域と緩和の領域で異なる場合、明確に定められるべきである。 

3.85. シビアアクシデントマネジメント計画では、運転員の免許の要件と一致しない方法で

責任を割り当てるべきでない。しかし、運転員の免許は、必要とされる責任を制限するも

のであってはならず、適切なシビアアクシデントマネジメント計画のために有用であるか

あるいは必要とする状況に適合されるべきである。例えば、運転員には、しかるべき管理

と監視の下で、シビアアクシデントを緩和するために、通常運転の制限値と条件を破るこ

とが認められるべきである。 

3.86. 緊急時指揮者に権限を移管する場合、制御室に残せるか又は残すべき措置と業務、及

び、制御室職員が緊急時指揮者から独立して決定することができる措置と業務が指定され

るべきである48。制御室職員も緊急時指揮者が決定した方策を実行する責任を負うので、こ

の 2 つのグループの措置の間に一貫性と序列が確立されるべきである。  

                                                  
47；緊急時指揮者は所外チームへ通報する責任もある。緊急時計画はこのことを記載する（参考

文献[14]、4.23 項を参照のこと）。 
48；これには、支持条件（例えば室内の冷却、水の供給）を保つことや警報に応答することいっ

た、制御室職員が独立して実行できる活動を含む。制御室職員が独自に行うべきでない活動（例

えば、主要設備の起動）についても指定されるべきである。 
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3.87. 複雑な事故の経過中に責任を移管することは、それ自体がリスクをもたらすことに注

意するべきである。このゆえに、そのような移管は、リスクを最小限に留める時点すなわ

ちシビアアクシデントマネジメントの観点から最適な時点で行われるべきである。理想的

には、その移管によって、意思決定と必要な措置において「真空状態」になる状況を生じ

ないようにするべきである。それ故に、新しい意思決定者が最初の決定を公式に提示する

準備ができるまでは、正式な移管は行われるべきではない。いかなる責任の移管であって

も、緊急時計画で要求される区分の移行と一致しているべきである（参考文献[14]を参照の

こと）。 

3.88. 技術支援センターの立ち上げのための判断基準が指定されるべきであり、技術支援セ

ンターが機能するまで、シビアアクシデントマネジメント策は制御室職員により継続して

実施されるべきである。そのような方策は、制御室職員が慣れ親しんでいる書式（例えば

EOP と同じ書式）で書かれるべきである。 

3.89. 発電所の建設会社からの支援あるいはその他の同等の支援が緊急時対応組織の活動

の一部にまだなっていない場合は、認定されたアクシデントマネジメントの追加的な推奨

事項を実施するために、そのような支援が求められるべきである。支援を求めるための仕

組みがうまく確立されるべきであり、またその支援能力は時々試されるべきである。その

ような支援を提供する製造業者や同等の組織は、発電所のすべての関連する変更について

最新の情報を得ているべきである。 

3.90. シビアアクシデントマネジメント計画の文書に規定された責任は、原子力発電所の全

体の緊急時対応組織を規定する文書である緊急時計画に反映されるべきである。アクシデ

ントマネジメント計画に従って講じられるべき措置に関して、矛盾がないことを確実にす

るために、緊急時計画の検討が行われるべきである。 

3.91. 技術支援センターの職員は、EOP と SAMG についての詳細な知識を備えるべきであ

り、また、発電所の状況に関する情報の入手手段を持つべきである。彼らは、SAMG で扱

われている基礎的なシビアアクシデント現象について深い理解を有しているべきである。

彼らは又、シビアアクシデントマネジメント策が一旦実施されると、その有効性を監視す

る責任者となるべきである。技術支援センターのチームは、発電所の能力に対する職員の

専門知識と知見から便益を受けるために、制御室職員と幅広く連絡をとるべきである。 
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3.92. 意思決定者は、自らの決定に内在する影響と不確かさについて理解していることを、

確実なこととするべきである。実施者は、講じることが求められることがある措置を理解

していることを、確実なこととすべきである。また、評価者は、推奨を行う際の技術的根

拠を理解していることを、確実なこととするべきである。 

3.93. 緊急時対応組織の様々なチーム間の情報交換のための規則が規定されるべきである。

技術支援センターと制御室の間の情報の流れ、さらに技術支援センターから所内および所

外の緊急時計画の実行に責任を負う組織を含めた緊急時対応組織のその他の部分への情報

の流れを確保するための仕組みが指定されるべきである。技術支援センターと制御室職員

の間の口頭による連絡は、免許を受けた運転員または同様な有資格者である技術支援セン

ターのメンバーによって行われるべきである。シビアアクシデントが発生すると、所内チ

ームと所外のチームの間で幅広く連絡をとることになるので、この連絡によって発電所に

おける事故の管理が混乱しないように注意するべきである。 

3.94. 規制当局が意思決定に何らかの関与をすることになる場合49、これがどのように行な

われるか規定されるべきである。 

3.95. 一つの敷地内に一つ以上の原子炉がある場合、所内緊急時計画には、全体の緊急時対

応組織の様々な部分の間の必要なインターフェースを含むべきである。 

3.96. シビアアクシデント状態において、緊急時指揮者だけでなく、評価者チームと実施者

チームの物理的な場所の接近可能性と居住性が確認され、また維持されるべきである49。制

御室と技術支援センターの間の連絡手段を設けるとき、交流電源の喪失の可能性が考慮さ

れるべきである。 

                                                  
49；規制当局の関与に関する具体的な規則をもつ加盟国がある。そうでない国では規制当局の関

与を必要としないだろうが、関与が賢明となる場合がある（例えば格納容器のベントの場合）。 
49；広く適用されている配置として、評価者のチームを技術支援センター室に置き、実施者のチ

ームを発電所の制御室に置くということがある。アクシデントマネジメント計画に従ってこのこ

とがどのようにまとめられるか、その例が参考文献[12]に提示されている。 
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3.97. 計装と制御およびその他の設備の性能に関する情報（恐らく既に SAMG の中で容易

に参照できるように要約されている）は、技術支援センターで利用できるようにしておく

べきである。技術支援センターが発電所の情報を直接利用できるようになっていれば有利

である。そのような情報の入手可能性と使用について、SAMG を策定するとき検討される

べきである。技術支援センターでの発電所の情報は、例えば電子的なデータ転送によって

適切に捕捉されかつ監視されるべきである。データを人手で転送する必要がある場合、こ

れは、なるべくなら技術支援センターの専任メンバーにより行われるべきである。 

3.98. 表 1 は防止の領域と緩和の領域の特性を提示したものである。 

検証と妥当性確認 

3.99. すべての要領と指針は検証されるべきである。書かれた要領や指針の文書の正確さを

確認するため、また技術的因子や人的因子が適切に組込まれていることを確実なものとす

るため検証が行われるべきである [10]。策定の段階にある発電所固有の要領と指針の審査

が、この検証プロセスの一部として品質保証規定に従って行われる。加えるに、検証プロ

セスを強化するために、適切な場合には独立した審査が考慮されるべきである。 

3.100. すべての要領と指針はその妥当性が確認されるべきである。この要領と指針に規定

された措置が訓練を受けた職員により緊急時事象を管理する目的で理解され得ることを確

認するために、妥当性確認が実行されるべきである [10]。 

3.101. SAMG の妥当性確認の方法として、フルスコープシミュレータ（利用可能であれば）、

エンジニアリングシミュレータ、またはその他のプラント解析ツールやデスクトップの PC

を使用することがある。最も適切な方法が選択されるべきである。設備を使用することの

妥当性を確認するために所内試験が行われるべきである。EOP と SAMG の大部分を適用す

る必要がある、多くのかなり現実的な（複雑な）状況を記述するシナリオが策定されるべ

きである。このシナリオには現象（事故の進展に起因する現象と復旧措置に起因する現象

の両方）の大きさと推移時間の不確かさを包み入れる。 

3.102. 要領と指針の妥当性確認に関与する職員のメンバーは、その要領と指針を策定した

者であるべきではない。 
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表 1 防止の領域と緩和の領域の特性 

主題／特性 防止の領域 緩和の領域 

目的 一連の最重要安全機能（「重要

な安全機能」）の遂行による炉

心損傷の防止 

炉心溶融の進展の終息、原子炉

圧力容器の健全性の維持、格納

容器の健全性の維持、及び放出

の抑制からなる措置による、環

境への放射性物質の放出の制

限 

優先順位の設定 様々な「重要な安全機能」間の

優先順位の設定 

緩和方策間の優先順位の設定

（最優先順位は、進行中の重大

な放出の緩和及び核分裂生成

物の障壁に対する差し迫った

脅威の緩和） 

責任 制御室職員又は緊急時対応組

織の統率者（適切と思われる場

合） 

方策の助言と実行ができる制

御室職員と緊急時対応組織 

緊急時対応組織の役割 制御室への助言、または複雑な

作業のための意思決定ができ

る緊急時対応（適切と思われる

場合） 

意思決定に責任を負う緊急時

対応組織 

要領／指針 制御室におけるアクシデント

マネジメント策のための要領

書（EOP）の使用 

緊急時対応組織またはその他

の指名された職員による手引

き文書（SAMG）の使用 
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表 1 防止の領域と緩和の領域の特性（続き） 

主題／特性 防止の領域 緩和の領域 

設備の使用 使用可能なすべての系統の使

用、許容設計余裕の使用、ただ

し、緊急時対応組織による助言

または決定による設計余裕を

超える使用が可能であること。

定められた範囲を超える方策

を実行するには、緊急時対応組

織による助言または指示が必

要。 

まだ使用可能なすべての系統

の使用、又その設計限界を超え

ての使用 

有効性の検証 アクシデントマネジメント策

の有効性は合理的な精度で検

証され得る。 

アクシデントマネジメント策

の有効性は限定的な方法で検

証することができる。 

措置案のプラスとマイナスの

影響を事前に検討し、方策の実

施中と実施後に監視すること。
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3.103. 検証と妥当性確認プロセスからの発見事項と洞察は、文書化されるべきであり、ま

た、これらの文書が運転組織の管理者により実務に供される前に、要領と指針の策定者に

対して必要なすべての最新化をするための反映事項を提供するために使用されるべきであ

る。 

教育および訓練 

3.104.運転組織の管理者及びその他意思決定の職位にある者、さらに適切な場合には規制当

局の職員を含め、アクシデントマネジメントに関与する各グループのために、具体的な目

的と訓練の必要性が定められるべきである。この訓練は、その職務における業務と責任に

釣り合ったものであるべきである。このゆえに、シビアアクシデントマネジメント計画の

主要な職務者、すなわち技術支援センターの評価者、意思決定者および実施者に対して徹

底した訓練が施されるべきである。規制当局の担当者は、電力会社の決定に関与する場合

は、電力会社が提案する決定の根拠をすべて理解するように、訓練されるべきである。 

3.105. 訓練は専門の訓練担当者により策定されるべきである。主題となる事柄の専門家は、

訓練用の教材の作成を助けることができ、また最終的な訓練用の教材を精査するよう依頼

されるべきである。主題となる事柄の専門家は又、専門の訓練担当者の能力を超える訓練

生からの質問に対応できるような状態にあるべきである。 

3.106. 訓練は、体系的な方法を使用して策定されるべきである（例えば参考文献 [17]に例

示）。これには、訓練の必要性を特定すること、訓練目的を定めること、訓練用教材の技術

的根拠を特定すること、訓練用教材を作成すること、訓練を実施するための適切な場所を

決めること、及び訓練のプロセスに反映するために訓練の有効性を測定することなどを含

む。 

3.107. 訓練の必要性と目的は、なるべくならアクシデントマネジメント計画の開発段階に

おける、しかるべき時期に定められているべきである。訓練計画は、アクシデントマネジ

メント計画が実施される前に整備されているべきである。すべての訓練用教材は、よく定

められた訓練への取り組み方を用いて作成されるべきである。アクシデントマネジメント

に特有な訓練についての詳細な内容は、参考文献[18、19]に見出される。 

3.108. 初期訓練のほかに再訓練も策定されるべきである。再訓練は、発電所の全体訓練計

画と両立するように、一定間隔で実施されるべきである。再訓練のための最長間隔が規定 
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されるべきである。これには、発電所で実施された実習と演習の結果に依存して、より短

い間隔が選択されることがある。 

3.109. 実習と演習は、相当な数の要領と指針の適用を必要とする適切なシナリオに基づく

べきである。実習と演習の結果は、訓練計画に反映されるべきであり、また適用可能なら

ば、要領と指針の他にアクシデントマネジメントの組織の面までにも反映されるべきであ

る。 

3.110. 演習の有効性は、責任あるチームが発電所の管理を回復することができた方式に基

づいて判断されるべきではなく、人々が発電所における事象を理解しまたそれに追従する

ことができたやり方、複雑で予期されなかった事象を管理された方法で対処することがで

きたやり方、正しい判断に到達することができたやり方、さらに、根拠のある一連の措置

を開始したやり方に基づいて判断されるべきである。 

新たな情報の処理 

3.111. 発電所の配置構成のすべての変更に関して、EOP と SAMG への影響の他に、アク

シデントマネジメントの組織の面に与える影響が、確認されるべきである。これらの要領

と指針へ影響があることが分かったときは、文書の改訂が行われるべきである。 

3.112. 要領と指針を策定する際に使用された背景文書の改訂の後はいつでも、要領と指針

の改訂が必要か否かが確認されるべきである。一つの例は、要領および指針を参照用設計

あるいはその他の共通的な情報源に基づいている発電所の場合であり、そこでは、参照用

設計に基づいた要領および指針の起草者が、アクシデントマネジメント計画の改訂を発行

している。別の例は、PSA の最新化であり、既存のアクシデントマネジメントの手引きの

根拠の一部ではなかった新しい事故シーケンスを特定している場合である。 

3.113. シビアアクシデントの現象に関する国際研究は積極的に追跡されるべきであり、そ

れに従って新しい知見がアクシデントマネジメント計画の中で処理されるべきである。 

3.114. 専門家仲間との間の情報交換が、さらなる改訂に関して SAMG を改良するために利

用されるべきである。そのような情報交換は、専門家仲間が発電所での訓練を観察したり、

また、他の発電所での演習に参加するという形式をとることもある。 
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支援解析 

3.115. 設計基準を超える事故またはシビアアクシデントの想定し得るシーケンスの解析に

は、典型的には次の目的のうちの 1 つを持つ。すなわち、(1) 方針、要領または手引きを策

定するための技術的根拠50の系統的説明、(2) 定められた判断基準に従って選択された方針、

要領および指針を裏付ける設計解決策の受容性の立証、または(3) 緊急時計画に対する参照

用ソースタームの決定である。基本的な方法（最適評価の解析の使用)は、3 つのすべての

目的に対して同一であるが、解析の様々な適用の範囲と仮定条件はそれぞれの目的で異な

ることになる。解析の後段階では、アクシデントマネジメントのために解析面から支援の

みを提供すること目指す。 

3.116. アクシデントマネジメント計画のための技術的根拠の文書を作成するために、様々

な事故シーケンスが解析されるべきである。 

3.117.設計基準を超える事故またはシビアアクシデントの想定し得るシーケンスの解析の

第一段階で、設計基準を超える事故の領域やシビアアクシデントの領域で運転員の介入の

確実な保証がないと、炉心損傷とそれに引続く核分裂生成物の障壁への潜在的な脅威をも

たらすことになる、一連のシーケンスが解析されるべきである。本安全指針の 3.1 項から

3.4 項の全般的な提言に従って、PSA で代表的なものとして特定された炉心損傷シーケンス

一式すべては、利用できるところは考慮されるべきである。ここで留意することは、介入

しなければ炉心損傷をもたらすことになるシーケンスの選択は、その後の防止措置（炉心

損傷の前に講じる）と緩和措置（炉心損傷の後に講じる）の両方について、その後の調査

のための事故シナリオを特定する適切な方法であるということである。 

3.118. さらに、シビアアクシデントマネジメントの方針を策定する際に、炉心損傷に至る

前の運転員の過誤に起因するシビアアクシデント状態が検討されるべきである。シビアア

クシデント状態は、運転員の不作為や措置の間違いのいずれかに起因する可能性がある。  

                                                  
50；技術的根拠には、解析、評価、分析及び工学的判断を含む。 
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3.119. 核分裂生成物の環境への放出に至る可能性のあるシーケンスの数は事実上無限であ

るので、解析されるべき事故シーケンス又はシーケンスの等級を選択する方法が選ばれる

べきである。事故シーケンスを分類するための体系は、典型的には、起因事象のグループ、

緊急炉心冷却の状態、二次系側のヒートシンクの状態及び格納容器内の熱除去と格納容器

バウンダリの状態のようないくつかの発電所の状態の識別子に基づくものである。 

3.120. しかし、どのような分類体系も、結果は、炉心の劣化と溶融、原子炉容器の破損と

格納容器バウンダリの破損、及び付随するシビアアクシデント現象を含む、発電所の挙動

と応答を説明する事故シーケンスのグループのリストであるべきである。様々な分類体系

が考えられる51。代表的なレベル 2PSAはそのような分類図式を含む。 

3.121. 事故シーケンスの選択は、次の３つの段階で行われるべきである。 

(1) 適切な分類手法と損傷状態一式が策定されるべきである。これを達成する一つの方法

が添付資料にまとめられている。 

(2) 損傷状態の全体リストが選別にかけられ、限定した一式を特定するべきである。その

とき、炉心損傷頻度への寄与を考慮し、またすべての起因事象が代表されていること

を確実なものにしながら行う。 

(3) 残った損傷状態に対して、一つ又は複数の事故シーケンスが選ばれるべきである。そ

のとき、炉心損傷頻度への全体的寄与、選ばれたシーケンスが同じ損傷状態の他のシ

ーケンスを代表し得ること、また選ばれたシーケンスが防止用のアクシデントマネジ

メント策とのなじみやすさを検討する。 

3.122. 設計基準を超える事故またはシビアアクシデントの想定し得るシーケンスの解析の

第 2 段階では、提案された方針の有効性とそのあり得るマイナスの影響52が調査されるべ

きである。この段階で行われる解析は、措置を実施、抑制または終了する適切な設定点が

決定される必要があるので、実際の要領と指針の策定にも役立つべきである。設備と計装

の潜在的な利用可能性と機能性、さらに進行した事故状態における職場の居住性も調査さ

れるべきである。 

                                                  
51；分類体系の例が参考文献[20]～[23]に記載してある。 
52；例えば、排水と給水は、通常の方法のとおりに崩壊熱除去の喪失に対して有効な対策かもし

れないが、時には、それがある時間帯でしか有効でないことがある。シビアアクシデントの領域

における別の例として、原子炉冷却材ポンプの再起動があり、それは事故の初期には非常に有益

かもしれないが、事故の後期に再起動された場合は蒸気発生器伝熱管のクリープ破断のリスクを

大幅に増加させることになるかもしれない。 
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3.123 .設計基準を超える事故またはシビアアクシデントの想定し得るシーケンスの解析の

第 3 段階では、一旦、要領と指針が策定されたら、3.99 項から 3.103 項に記述されている

ように、それらは検証されまた妥当性の確認がなされるべきである。妥当性の確認には適

切なシナリオを策定する必要がある。事故の進展と、運転員と技術支援センターが対応す

る必要となることがある様々な現象の進展を決定するためには解析が必要である。 

3.124. 共通的な技術的根拠が利用可能ならば、当面の特定の発電所に適合されているとい

う条件の下で、それは、3.121 項の段階(1)から(3)で述べられている知見を得るのに使用さ

れることがある。 

3.125. 一般に、発電所の応答として最も起こり得る物理的状況を持つことが重要なので、

最適評価の方法で解析がなされるべきである。最適評価の計算では、通例、あり得る値の

範囲の平均値か中央値を算出する。このゆえに、現象の発生時期と過酷さを決定する際の

不確かさについて適切な考慮が払われるべきである。この考慮では、事故の進行（例えば

高圧溶融物の噴出）および復旧段階（例えば過熱炉心に水を補給したことによる蒸気と水

素の発生）の両方で生じるかもしれない現象を理解する上での不確かさを含むべきである。 

3.126. 解析に使用されるするコンピュータコードは、可能な範囲内でその妥当性が確認さ

れるべきである。しかし、設計基準を超える事故とシビアアクシデントに使用される多く

のコードは、現象を理解することに不確かさがあるので、設計基準事故で使用されるコー

ドと同じ水準の妥当性確認をすることができないこと53に注意するべきである。通常は、単

一コードで現象の全範囲に対処することはできず、特殊な目的のコードも使用される必要

があることもある。発電所の運転組織は、様々な適用に対する適切なコードとモデルを指

定するべきであり、かつその使用が妥当であることを示すべきである。関連する場合には、

発電所の運転組織は、ある現象の他の現象と比較した相対的な重みを見出すために、不確

かさの解析に加えて感度解析を実行するべきである。 

                                                  
53；例えば、主題の専門家はあり得る様々なシナリオに対する圧力容器外での炉心デブリの冷却

性に関してすべて意見が一致している訳ではない。しかし、大部分の解析コードには、それぞれ

のシナリオに対して冷却性または非冷却性のいずれかを予測するモデルを含んでいる。このよう

にして、コードのモデルを検証するための根拠はない。 
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3.127. コンピュータコードによる結果は、モデルの限界と不確かさを考慮して解釈される

べきである。機構論的コードを使わないと、コードの限界から信頼できる結果にならない

場合は、機構論的コードが使用されるべきである。すべての解析結果は、コードの限界と

それに伴う不確かさを十分考慮して、評価されかつ解釈されるべきである。例えば、多く

のコードは、仮定された形状に基づく熱伝達相関式（例えば平板上の限界熱流束）を固定

しているが、一方、実際の事象では、形状の変化（例えば炉心デブリの散乱）を伴い、熱

伝達断面積が変化して熱伝達を高め又は低めることになり、実際に到達する温度に影響を

及ぼす。 

3.128. 中性子工学、熱水力学、炉心劣化等の分野での事故解析に加えて、機械荷重が存在

する現象については、構造解析が行われるべきである54。  

3.129. アクシデントマネジメントの手引きの有効性について、また、実行可能な場合には

これに伴う発電所のリスクの低減について調査するために、解析が実施されるべきである。

（3.6 項参照）。支配的なシナリオが緩和されることを示すためにも、解析が用いられるべ

きである。 

マネジメントシステム 

3.130. アクシデントマネジメント計画の策定は、この主題に適用可能な IAEA の安全要件

及び手引きに従うべきである [24、25]。シビアアクシデントの領域に不確かさがあるため

にこれらに従うことができない場合は、実行可能な範囲内でこれらの安全要件の意図に従

うべきである。

 
54；例えば、水素燃焼が発生するとの計算結果を得た場合は、燃焼荷重が計算されるべきであり、

格納容器やその他の関連構築物がその荷重に耐え抜くかどうかが調査されるべきである。多くの

場合、荷重に適応する構築物の能力は、破損の確率を表す脆性曲線として提示される。 



 

 

付属書 

SAMGの実運用55
 

A.1. 中央制御室の職員が、EOPを実行しているとき、SAMGに進む時点に達した場合、ま

たは緊急時指揮者がSAMGを適用すべきと決定した場合、あるいは他の定めた理由（3.40

項）によりSAMGの実施点に到達した場合には、EOPの領域からSAMGの領域へ移行され

べきである。中央制御室の職員は、措置を推奨する責任が技術支援センターに移行するま

で適用する、SAMGに基づく措置を開始させるべきである。この移行は、技術支援センタ

ーの運営が可能になり56、そこで諸事実の情報が把握され、発電所の状況を評価し、また

SAMGの実行に関する最初の推奨または決定を与える準備ができた時に行われる。中央制

御室の職員は、EOPの領域で既に開始されている措置を、それが「使用規則」（3.56 項）と

矛盾しないものであれば、継続して実施するべきである。 

A.2. 技術支援センターは、緩和措置の優先順位が事故の進展に従い変わる可能性があるた

め、事故が進展するに応じて一定の時間間隔で論理線図（3.34 項）を調べるべきである。

技術支援センターにより、講じられるべき措置の道筋を決定することになる意思決定者に、

文書の形で推奨事項が提示されるべきである。 

A.3. 講じられるべき措置の決定は、文書の形または誤解を防ぐ同等な方法で、制御室の職

員に伝えられるべきである。中央制御室の職員は、行うとされた措置を確認すべきであり、

行った措置の進行及びそれによる発電所への影響を折り返し報告するべきである。制御室

の職員との口頭（電話）の連絡は、免許を受けた運転員である技術支援センターの職員の

メンバーにより行われるべきである。 

A.4. 技術支援センターに表示される発電所パラメータは、壁の掲示板やそれと同等なもの

に表示されるべきである。傾向は、この表示に書き留められかつ記録されるべきである。

講じられた措置は、その時点で適用すべき EOP や SAMG、発電所の緊急警戒及び放射性物

質の計画放出などの関連情報と共に、その表示に記録されるべきである。 

                                                  
55；この付属書は、本安全指針の他のいくつかの部分で扱われた要素を含んでいるが、それらは、

SAMGに沿って進めるプロセスを明確にするためここでも繰り返されている。 
56；これは、技術支援センターが確立され、その作業要領に従って作業を開始したことを意味す

る。 
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A.5. 技術支援センターは、一定の間隔で、今後の放射性物質の放出の時期と量を推定し、

これらを緊急時対応組織に連絡するべきである。そのような放出は、その発電所の PSA を

調べ、発電所パラメータを解釈して適切なシナリオを推測して決定されることがある。そ

の代わりに、推測したシナリオとそれらの最もありそうな今後の進展を解析するために、

高速のコンピュータコードが使用されることがある。 

A.6. 緊急時指揮者は、技術支援センターからの助言を受けて、放出の可能性を評価するプ

ロセスに大きな不確さがあることを確実に認識するべきであり、それを放出の可能性に関

する公衆への通知に含めるべきである。 

A.7. 技術支援センターの作業は、十分に体系化されたものであるべきである。技術支援セ

ンターの職員のメンバーには、明確な業務説明が与えられるべきである。技術支援センタ

ーは、定期的（例えば 30 分ごと）に会議を開くべきであり、個々の職員のメンバーがこれ

らの定期的な会議の間に自らの解析を行えるように十分な時間が与えられるべきである。 

A.8. 技術支援センターは、自分たちの計画が、緊急時対応組織の職員が計画した措置を妨

げる場合は、外部の意見を求めるべきである。そのような意見交換を通して、放射性物質

の計画放出が、所外の準備レベルに対応することを確実なものとすべきであり、また、恐

らくは、そのような放出の時期が所外の準備のレベルによく対応する時期へずらされるべ

きである57。その代案として、そのような時間移動が予測されるシビアアクシデントマネジ

メントの措置と一致するものであれば、その放出は、より後の時間に延期すべきである。 

A.9. 計画放出と緊急時取り決めにより与えられる所外の防護との間に食い違いがある場合

には、優先順位を割り当てるためるの仕組みが設けられるべきである。原則として、まだ

健全な状態にある核分裂生成物の最後の障壁の大きな損傷を防ぐ措置に優先権が与えられ

るべきである。例えば、格納容器の大破損を防止することを、計画放出を遅らせることよ

り優先させるべきである。 

                                                  
57；例えば、特定の放出がある時点で計画されている場合、緊急時計画の職員は、発電所の職員

と一般公衆の生命と財産を守るための適切な措置を講じることができるように、連絡を受けられ

るようにすべきである。 
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A.10. 一般に、意思決定プロセスは、可能な措置と代替案について検討することを含み、シ

ステムを供用状態に回復（つまり修理）する可能性及びあり得る放出の影響などを考慮し

ている。しかし、急速に進展するシナリオでは、これらの面をすべて検討する時間はない

可能性がある（3.29 項を参照のこと）。従って、意思決定のプロセスを定めるとき、極めて

短い時間内に意思決定を行わなければならないこともありえるという事実を考慮すべきで

ある。基本的な原則は、意思決定のプロセスが事故の進展の時間枠と常に釣り合っている

べきであるということである58。 

 

 
58；ある取り組み方では、核分裂生成物の障壁がすぐにでも破損しそうな場合は、計画した措置

により生じ得るマイナス面を無視するという事実でこれに対処する。 
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添付資料 

事故シーケンスに対する分類図式の例 

A-1. 防止のアクシデントマネジメント策がない場合に炉心損傷に至ることになるすべての

事故シーケンスが、最初に選定される。このような事故の大きな集合は、レベル 1 PSA 解

析の結果から通常特定される。炉心損傷状態に至るすべての事故シーケンスは、原則とし

て対象となる。その数が多いので、この事故の集合は炉心損傷状態で特徴付けられたグル

ープに細分される必要があり、その各々が代表的な事故シーケンスで特徴付けられる。こ

のようにして、この分類の目的は、炉心損傷に至る事象が適切に細分されるように、適切

な特性と価値基準を選択することである。このように、処理しきれないほど多くの数のグ

ループを作らずに、一つのグループ内の事故が単一のシーケンスによって合理的に代表さ

れることが確実なものとなるようにする。 

A-2. ３つの炉心損傷状態を示す識別子を使用することが提案されている。すなわち、起因

事象、非常用炉心冷却状態及び二次系ヒートシンク状態である。炉心損傷状態の定義の一

例を表 A-1 に示す。 

A-3. ３つの特性の各々の価値基準の組み合わせのすべてが有意なものではないことに留意

すべきであり、また炉心損傷状態の正確な相関表の選定に注意すべきである。表 A-1 に示

す分類例については、意味のある炉心損傷状態の数は 29 である（表 A-2 参照）。 

A-4. 大部分の原子力発電所はレベル 1 PSA を完了しているので、事故シーケンスの分類を

選択するために利用できる十分な情報が通常存在し、その事故シーケンスは、炉心損傷ま

での発電所の挙動を決定するために引き続いて解析される。 

A-5. これらの解析結果は、事故に対処するために必要な（利用できるか又は追加の）設備

とともに、運転員の措置を指定する根拠となる。プロセスのこの部分は、（発電所のグルー

プ用の）緊急時対応指針及び発電所固有の EOP の策定と実施に最終的に結びつく。 

A-6. 発電所のレベル 1 PSA が存在することは、確かに事故シーケンスの分類の選定をする

ための前提条件となるが、その選定プロセスを補足する追加的な方法として、次の方法が

ある。 
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表 A-1 分類体系の例 
 
特性 考えられる価値基準 記号 
起因事象 小規模冷却材喪失事故（LOCA） S 

 中規模 LOCA M 

 大規模 LOCA A 

 蒸気発生器伝熱管の破損 W 

 二次破断 TS 

 交流電源の全喪失 TB 

 スクラムしない予想過渡変化（スクラム不能過渡

変化） 
TA 

 過渡変化 T 

非常用炉心冷却系の状態 すべて失敗 1 

 高圧注入成功、高圧除去失敗 2 

 高圧注入成功、高圧除去成功 3 
 低圧注入成功、低圧除去失敗 4 
 低圧注入成功、低圧除去成功 5 
二次系ヒートシンクの状況 失敗 F 
 成功 S 
 

- シビアアクシデント現象についての研究 

- 類似（基準）発電所について実施した一般的な検討および解析 

- 運転経験と事故の前兆に関する検討 

- 既存の要領書の見直し 

- 既設の計装とその能力の評価、およびシビアアクシデントの環境状態におけるそ

の限界 

A-7. 格納容器系統と格納容器バウンダリの状態は次の段階で重要になる。そこでは緩和用

のアクシデントマネジメント策を調査するために事故シーケンス分類を特定することを含

めている。このことは、万一炉心損傷が発生した場合、その影響を緩和すること、また特

に核分裂生成物の放出を管理し最小にすることに関係する。スプレイなどの格納容器系統

の状態や、シビアアクシデントによってかかる荷重に対する格納容器の応答が、重要にな

り、かつ緩和用のアクシデントマネジメントのための事故シーケンスの分類の定義に含め

られる必要がある。 
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表 A-2 炉心損傷状態の相関例 

起因事象 非常用炉心冷却の状況 ヒートシンクの状況 

S １ F 
  S 
 2 F 
  S 
 3 F 
  S 
M 1 X 
 2 X 
A 1 X 
 4 X 
W 1 F 
  S 
 2 F 
  S 
 3 F 
  S 
TS 1 F 
  S 
 2 F 
  S 
 3 F 
  S 
TB（T1Fと等価） X X 
   
TA 1 F 
  S 
 2 F 
  S 
 3 F 
  S 
T 1 F 
 2 F 
 3 F 

注記：X は、その特性がその特定の組み合わせには関連せず、 

いずれの価値基準も取る可能性があることを意味する。 
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A-8. 炉心損傷の状態に至り最終的には格納容器の破損と環境への核分裂生成物の放出に至

る可能性のある事故シーケンスを選択して評価するためには、格納容器の破損状態および

特定の事故シーケンス分類のリスクへの寄与を定量化する、レベル 2 PSA が望ましいこと

になる。レベル 2 PSA が当該発電所について完了していないか全く利用することができな

いとしても、その発電所のリスクに著しく寄与するシーケンスの分類を選定する方法があ

る。この方法には、シビアアクシデントに対する格納容器系統及び格納容器の応答の体系

的な評価があり、次のとおりである。 

- 核分裂生成物の放出を防ぐ上で重要な格納容器系統及びシビアアクシデント発生時

のそれらのあり得る状態を特定すること。このプロセスは、炉心損傷状態の定義を

発電所の損傷状態の定義にまで拡大することになる。 

- 格納容器の破損の重要なモード及びこれらのモードに影響を及ぼす可能性があるシ

ビアアクシデント現象を特定すること。 

A-9. さらに２つの追加的な特性が、炉心損傷状態の定義を発電所の損傷状態の定義まで拡

大するために使用される場合もある、すなわち、表 A-3 に概説されているように格納容器

からの熱除去の状態と格納容器バウンダリの状態である。 

A-10. 事故シーケンスとそれに付随する運転員の措置を分析することが、一般的な SAMG

につながり、また、最終的には発電所に固有の SAMG につながる。 

表 A-3 格納容器の損傷状態の定義の例 

特性 考えられる価値基準 記号 
格納容器の熱除去の状況 失敗 F 
 成功（スプレイ、高圧注入または低圧注入のい

ずれかが、再循環モードで運転する）。 
非常用炉心冷却系が３または５の状態（表 A-1
を参照）であれば、格納容器の熱除去の状態は

S である。 

S 

格納容器バウンダリの状態 隔離成功、通常漏えい率 S 
 隔離失敗 I 
 バイパス B 
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A-11. A-1 項から A-10 項で説明したプロセスは、事実上共通なものである。リスクに著し

く寄与する事故シーケンスが詳細解析のために選ばれる必要がある。これには次の事項が

含まれる。 

- リスクに著しく寄与する事故シーケンスの特定 

- 選択された事故シーケンスが、同じ発電所損傷状態に至るその他のシーケンスを代表

していることの立証 

- 重要な運転員措置の特定 

- 選択された事故シーケンスが、防止と緩和のアクシデントマネジメント策に従うこと

ができることの立証 

A-12. 完成した定型的なレベル 2 PSA は、すべてのシビアアクシデントに関わる必要な解

析を含むこととなる。レベル 2 PSA がなければ、解析を行うことによるシビアアクシデン

トに対する潜在的な脆弱性の理解を他の方法によって進展させることが必要となる。シビ

アアクシデントのどの現象が重要であるかを判断するために、運転員が介入しない事故シ

ーケンスの解析結果を使用して、核分裂生成物の障壁への潜在的な脅威のリストが作成さ

れる必要がある。一例が、表 A-4 に与えられる。 
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表 A-4 核分裂生成物の障壁に重大な脅威を与える可能性がある

シビアアクシデント現象の例 

格納容器の破損モー

ド 

適用可能な事故シー

ケンス 

随伴現象 緩和方策 

早期破損-- 水素燃焼 過熱した炉心への注

水 

爆燃 

加速した火炎 

爆燃から爆轟への移

行 

瞬時爆轟 

炉心の圧力容器内維

持（水素を低減） 

圧力容器外のデブリ

冷却（水素を低減）

格納容器内の水素を

制御 

早期破損--高圧溶融

物の噴出 

原子炉容器破損時の

原子炉冷却系の高圧

原子炉室またはキャ

ビティの入口扉の過

圧 

圧力容器の飛び上が

り 

格納容器の直接加熱/

デブリの分散 

高圧での圧力容器の

破損防止（例えば、

一次系減圧） 

 

早期破損-- 貫通口の

破損 

原子炉容器破損時の

原子炉冷却系の高圧

キャビティ入口扉へ

のデブリの到達 

貫通口の過大温度に

よる破損 

コンクリート又はキ

ャビティ入口扉の高

温デブリの到達の防

止 

後期破損 -- 過圧 格納容器スプレイ、

格納容器ファン冷却

器、および気泡塔な

どの格納容器内の動

的ヒートシンクの破

損 

圧力容器外デブリか

らの蒸気発生 

溶融炉心とコンクリ

ート間の反応による

非凝縮性ガスおよび

蒸気の発生 

蒸気の凝結やベント

による減圧 
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表 A-4 核分裂生成物の障壁に重大な脅威を与える可能性がある

シビアアクシデント現象の例（続き） 

格納容器の破損モー

ド 

適用可能な事故シー

ケンス 

随伴現象 緩和方策 

後期破損  -- 基礎マ

ットの貫通 

圧力容器外の炉心デ

ブリを冷却するため

に水を供給するため

の格納容器冠水の失

敗、または、原子炉

容器が破損する前に

原子炉キャビティを

冠水することの失敗

（冷却可能性の議論

に依存する） 

長期の溶融炉心とコ

ンクリート間の反応

溶融炉心とコンクリ

ート間の反応の防止

格納容器バイパス 蒸気発生器伝熱管の

破損あるいはインタ

ーフェースシステム

LOCA 

 隔離の回復及び／又

は核分裂生成物の洗

い落とし 

格納容器バイパス 

(他の原因によるも

の) 

原子炉冷却系の高圧

と水の無い蒸気発生

器 

原子炉冷却系の自然

循環による伝熱管の

加熱により誘引され

た伝熱管の破損 

蒸気発生器伝熱管の

保護（例えば、蒸気

発生器の再満水） 

格納容器隔離の失敗 格納容器隔離系統の

誤動作 

 隔離の回復及び／又

は核分裂生成物の洗

浄 
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